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の
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二
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附
援
引
と
罪
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法
定
の
争
い

三

沈
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本
の
見
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比
附
の
弊
害

必
要
な
る
も
の
と
十
分
な
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も
の
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学
理
の
弊
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実
践
の
弊

三�

制
度
の
弊

四

検
討

(

結
び
に
代
え
て)
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ら
れ
、
そ
の
定
型
は
明
代
の
律
典
に
お
い
て
恒
常
的
制
度
と
な
り
、
清
朝
に
受
け
継
が
れ
、
固
有
の
法
定
主
義
を
破
壊
し
た
の
で
あ
っ

て
、
実
践
中
の
弊
害
は
大
き
い
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
確
認
し
て
お
き
た
い
の
は
、
沈
家
本
の
文
章
は
か
な
り
の
学
術
的

価
値
を
具
え
て
い
る
た
め
、
後
世
伝
統
中
国
に
罪
刑
法
定
主
義
が
存
在
す
る
か
ど
う
か
の
議
論
に
関
し
て
は
、
沈
家
本
の
使
っ
た
史
料

上
で
な
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
点
で
あ
る

(

も
ち
ろ
ん
、
そ
の
資
料
は
豊
富
に
な
っ
て
お
り
、
観
点
も
ま
た
異
な
る)

。
し
か
し
た
だ

古
に
托
し
て
制
度
を
改
め
る
と
い
う
手
法
は
、
政
治
批
判
の
色
彩
を
滞
び
、
そ
の
学
術
的
意
義
を
い
さ
さ
か
割
引
か
せ
る
と
い
う
こ
と

は
免
れ
な
い
。

興
味
深
い
の
は
、
沈
家
本
の
著
述
を
整
理
す
る
と
、
彼
が

『

刑
案
�
覧
三
編

(

４)』

の
編
纂
作
業
を
終
え
た
当
初

(

光
緒
己
亥
、
一
八
九

九)

、
序
の
中
で
当
時
の
人
々
の
偏
見
を
攻
撃
し
、
こ
の
書
の
価
値
を
称
賛
し
た
と
い
う
こ
と
に
気
づ
く
こ
と
で
あ
る
。

顧
者
或
曰

今
日
法
理
之
学
、
日
有
新
発
明
、
窮
変
通
久
、
気
運
将
至
、
此
編
雖
詳
備
、
陳
跡
耳
、
故
紙
耳
。
余
謂

理
固
有
日

新
之
機
、
然
新
理
者
、
学
士
之
論
説
也
。
若
人
之
情
偽
、
五
洲
攸
殊
、
有
非
学
士
之
所
能
尽
発
其
覆
者
。
故
就
前
人
之
成
説
而
推

闡
之
、
就
旧
日
之
案
情
而
比
附
之
、
大
可
與
新
学
説
互
相
発
明
、
正
不
必
為
新
学
説
家
左
袒
也

(

５)

。

顧
み
て
あ
る
人
が
言
う
に
は
、
今
日
の
法
理
の
学
は
、
日
ご
と
に
新
し
い
発
明
が
あ
り
、
こ
れ
ま
で
と
異
な
る
対
応
が
な
さ
れ
て

い
る
こ
と
が
久
し
く
、
情
勢
は
こ
こ
に
ま
で
至
っ
て
お
り
、
こ
の
編
は
詳
し
く
備
え
て
い
る
と
い
っ
て
も
、
過
去
の
事
跡
ば
か
り

で
あ
り
、
反
故
紙
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
と
。
私
は
こ
う
言
い
た
い
。
理
は
固
よ
り
日
ご
と
新
た
と
な
る
機
会
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、

そ
こ
で
新
た
な
理
が
学
士
の
論
説
と
な
る
の
で
あ
る
。
も
し
人
に
関
わ
る
事
の
真
偽
が
、
全
世
界
で
異
な
る
も
の
で
あ
る
な
ら
、

学
士
の
十
分
尽
し
た
も
の
で
な
い
も
の
は
そ
れ
を
覆
え
す
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に
先
人
の
成
説
に
つ
い
て
こ
れ
を
明

ら
か
に
し
、
旧
日
の
事
件
に
つ
い
て
こ
れ
を
比
附
す
る
の
は
、
お
そ
ら
く
新
学
説
と
相
互
に
創
り
出
す
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、

新
学
説
家
に
加
担
す
る
必
要
は
な
い
の
で
あ
る
。

八
年
の
後
、『

三
編』

が
ま
た
出
版
さ
れ
な
い
う
ち
に
、
沈
家
本
の
心
に
は
、
秘
か
に
変
化
が
生
じ
た
の
か
、
序
の
後
の
補
記
の
中

近代刑法史上の一つの空白
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一

問
題
の
提
起

近
代
中
国
の
法
の
改
革
は
、
光
緒
三
十
三
年

(

一
九
〇
七)

の

『

大
清
新
刑
律

(

１)』

草
案
の
制
定
に
と
も
な
い
、
西
洋
近
代
の
意
味
で

の
罪
刑
法
定
主
義
が
確
立
さ
れ
た
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
原
則
を
め
ぐ
っ
て

(

２)

、
比
附
援
引
と
罪
刑
法
定
の
論
争
が
展
開
さ
れ
た
。

い
わ
ゆ
る

｢

比
附
援
引｣

と
は
、『

大
清
律
例』

の

｢

名
例
・
断
罪
無
正
条｣

が
定
め
て
い
る

(

括
弧
は
律
夾
注)

。｢

凡
律
令
該
載

不
尽
事
理
、
若
断
罪
而
無
正
条
者
、(

援)

引

(

他)

律
比
附
。
応
加
・
応
減
、
定
擬
罪
名
、(

申
該
上
司)

議
定
奏
聞
。
若
輒
断
決
、

致
罪
有
出
入
者
、
以
故
失
論
。[
お
よ
そ
律
令
該
載
す
る
も
、
事
理
を
尽
さ
ず
、
も
し
断
罪
す
る
に
正
条
な
き
は
、(

他)

律
を

(

援)

引
比
附
す
。
加
う
べ
き
、
減
ず
べ
き
、
罪
名
を
定
擬
し
、(

当
該
上
司
に
上
申
し)

議
定
っ
て
奏
聞
す
。
も
し
輒
く
断
決
し
、
罪
の
出

入
あ
る
に
致
す
は
、
故
失
を
以
て
論
ず
。]｣

こ
の
条
文
が
意
味
す
る
の
は
、
法
律
は
適
合
す
る
も
の
が
な
い
が
事
実
は
既
に
あ
る
と
い

う
時
、
似
た
条
文
を
引
用
し
て
こ
れ
を
適
用
す
る
と
い
う
こ
と
で
、
こ
の
規
則
は
一
種
の
類
推
の
特
質
を
具
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

論
争
の
時
に
は
、
修
訂
法
律
大
臣
沈
家
本(
一
八
四
〇
―
一
九
一
三)

自
ら
が
論
戦
に
加
わ
り
、
長
文
の｢

断
罪
無
正
条｣

を
書
き

(

３)

、

伝
統
的
な
比
附
援
引
の
弊
害
を
攻
撃
し
、
罪
刑
法
定
を
力
説
し
た
の
で
あ
る
。
彼
は
時
間
を
軸
と
し
て
、
縦
横
無
尽
に
言
葉
を
尽
し
、

『

尚
書』

、『

周
礼』

等
の
先
奏
の
典
籍
、『

漢
書』

、『

晋
書』
等
の
伝
統
的
史
書
、『

唐
律
疏
議』

、『

大
明
律』

、『

大
清
律
例』

等
の
古

代
の
律
典
中
か
ら
取
捨
選
択
し
、
微
に
入
り
細
に
入
り
探
究
し
て
、
比
附
に
よ
り
罪
を
定
め
る
こ
と
の
淵
源
と
弊
害
を
分
析
し
、
罪
刑

法
定
の
必
要
性
と
合
法
性
を
論
証
し
た
。
こ
の
文
は
考
証
が
厳
格
で
あ
り
、
史
料
の
扱
い
に
も
熟
練
し
て
お
り
、｢

実
証
分
析｣

の
意

味
を
十
分
具
え
、
律
学
の
大
家
の
風
格
を
十
分
に
満
た
し
、
文
豪
と
称
す
る
に
足
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

沈
家
本
の
基
本
的
観
点
と
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
伝
統
中
国
に
は
実
は
西
洋
の
よ
う
な
罪
刑
法
定
主
義
が
あ
っ
た
の
だ
が
、
た
だ
漢

代
よ
り
、
比
附
律
令
の
法
が
存
在
し
、
隋
朝
か
ら
は
さ
ら
に

｢

罪
を
断
ず
る
に
正
条
な
く
は
、
比
附
を
用
い
て
加
減
す
る｣

の
律
が
み

論 説

(名城 '08) 57－4－136



二

比
附
援
引
と
罪
刑
法
定
の
争
い

光
緒
三
十
三
年

(

一
九
〇
七)

、
沈
家
本
は
新
刑
律
草
案
を
上
奏
し
、｢

旧
律
の
変
え
る
べ
き
は
、
五
つ
あ
る｣

と
考
え
た
。
そ
れ
に

含
ま
れ
る
も
の
は

｢

刑
名
の
改
正｣

、｢

死
罪
を
減
ず
る
こ
と｣

、｢

死
刑
を
一
種
と
す
る
こ
と｣

、｢

比
附
を
削
除
す
る
こ
と｣

、｢

矯
正
教

育｣

で
あ
っ
た
。
そ
の
中
の

｢

比
附
を
削
除
す
る
こ
と｣

の
理
由
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

考

『

周
礼
・
大
司
寇』

有
懸
刑
象
于
象
魏
之
法
、
又

『

小
司
寇』

之
憲
刑
禁
、『

士
師』

之
掌
五
刑
、
倶
徇
以
木
鐸
。
又

『

布
憲』

折
旌
節
、
以
宣
布
刑
禁
、
誠
以
法
者
與
民
共
信
之
物
、
故
不
憚
反
覆
申
告
、
務
使
椎
魯
互
相
警
誡
、
実
律
無
正
条
不
処
罰
之
明
証
。

『

漢
書
・
刑
法
志』

高
帝
詔

｢

獄
疑
者
、
延
尉
不
能
決
、
謹
具
奏
附
所
当
比
律
令
以
聞
。｣

此
為
比
附
之
始
。
然
僅
限
之
于
疑
獄
而

已
。
至
隋
著
為
定
例
、『

唐
律』

出
罪
者
挙
重
以
明
軽
、
入
罪
者
挙
軽
以
明
重
是
也
。『

明
律』

改
為
引
律
比
附
加
減
定
擬
、
現
行

律
同
。
在
唐
神
龍
時
、
趙
冬
曦
曾
上
書
痛
論
其
非
、
且
曰

｢

死
生
罔
由
于
法
律
、
軽
重
必
因
乎
愛
憎
、
受
罰
者
不
知
其
然
、
挙
事

者
不
知
其
法
。｣

誠
為
不
刊
之
論
。
況
定
例
之
旨
、
與
立
憲
尢
為
抵
牾
、
立
憲
之
国
、
立
法
・
司
法
・
行
政
三
権
鼎
峙
、
若
許
署

法
者
以
類
似
之
文
致
人
于
罰
、
是
司
法
而
兼
立
法
矣
。
其
弊
一
。
人
之
厳
酷
慈
祥
、
各
随
禀
賦
而
異
、
因
律
無
正
条
而
任
其
比
附
、

軽
重
偏
畸
、
転
使
審
判
不
能
統
一
。
其
弊
又
一
。
�
擬
刪
除
此
律
、
而
各
酌
定
上
下
之
限
、
憑
審
判
官
臨
時
審
定
、
並
別
設
酌
量

減
軽
、
宥
恕
減
軽
各
例
、
以
補
其
缺
。
雖
無
比
附
之
条
、
而
援
引
之
時
亦
不
致
為
定
例
所
縛
束
。
論
者
謂
人
情
万
変
、
断
非
科
条

数
目
所
能
�
載
者
。
不
知
法
律
之
用
、
簡
可
馭
繁
、
例
如
謀
殺
応
処
死
刑
、
不
必
問
其
因
姦
因
盗
、
如
一
事
一
例
、
恐
非
立
法
家

逆
臆
能
尽
之
也

(

９)

。

『

周
礼
・
大
司
冦』

に
刑
罰
の
画
像
を
宮
門
に
懸
け
る
の
法
が
あ
り
、
ま
た『

小
司
冦』

の
刑
罰
禁
令
、『

士
師』

の
司
る
五
刑
は
、

い
ず
れ
も
木
鐸
で
人
々
に
そ
れ
を
示
す
の
で
あ
る
。
ま
た

『

布
憲』

の
旗
じ
る
し
は
、
刑
罰
禁
令
を
宣
布
し
、
確
か
に
法
は
民
と

近代刑法史上の一つの空白
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で
(

光
緒
丁
未
、
一
九
〇
七)

こ
う
述
べ
て
い
る
。

今
日
修
訂
法
律
之
命
、
�
奉
明
詔
、
律
例
之
刪
除
変
通
者
、
已
陸
続
施
行
。
新
定
刑
法
草
案
、
雖
尚
待
考
覈
、
而
事
機
相
迫
、
施

行
恐
不
遠
。
此
編
半
属
旧
事
、
真
所
謂
陳
跡
故
紙
也
。
芟
薙
之
功
、
待
諸
来
日

(

６)

。

今
日
の
法
律
の
改
正
の
命
、
し
ば
し
ば
詔
を
明
ら
か
に
す
る
を
奉
じ
、
律
例
の
削
除
・
変
更
は
、
す
で
に
次
々
と
行
な
わ
れ
て
い

る
。
新
し
く
定
め
る
刑
法
草
案
は
、
な
お
審
査
が
必
要
で
は
あ
る
が
、
情
勢
が
迫
っ
て
い
る
の
で
、
施
行
は
お
そ
ら
く
間
も
な
い

で
あ
ろ
う
。
こ
の
編
の
半
分
は
旧
事
に
属
し
、
ま
こ
と
に
い
わ
ゆ
る
過
去
の
事
跡
で
あ
り
反
故
紙
で
あ
る
。
除
去
の
功
は
、
後
日

を
期
し
た
い
。

し
か
し
沈
家
本
が
亡
く
な
る
ま
で
つ
い
に
、
三
編
は
刊
行
さ
れ
ず
、
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
い
わ
ゆ
る

｢

除
去
の
功
は
、
後
日
を
期
し
た

い｣

と
は
、
そ
の
当
時
の
口
実
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で

｢

断
罪
無
正
条｣

の
一
文
と
結
び
つ
け
、
筆
者
が
提
起
し

た
い
問
題
と
は
こ
う
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
光
緒
己
亥

(

一
八
九
九)

に
は
、｢

比
附｣

は
沈
家
本
の
称
賛
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ

り

(

７)

、
東
西
の
新
学
、
旧
説
の
疎
通
を
図
る
手
段
で
さ
え
あ
っ
た
も
の
が
、
な
ぜ
か
光
緒
丁
未

(

一
九
〇
七)

に
到
る
や
、
三
編
は

｢

半

分
は
古
い
事
柄
で
あ
り｣

、｢

過
去
の
遺
物
で
あ
り
反
故
紙
で
あ
る｣

と
変
わ
り
、｢

比
附｣

は
沈
家
本
が
正
面
か
ら
厳
し
く
攻
撃
す
る

対
象
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
沈
家
本
の
心
理
に
は
、
ど
の
よ
う
な
変
化
が
あ
っ
た
の
か
。
そ
の
間
の
理
由
は
、
深
く
追
究
す
る
に
値
す

る

(

８)

。以
下
で
は
ま
ず
論
争
の
過
程
を
改
め
て
述
べ
、
次
に
沈
家
本
の
観
点
に
対
し
て
分
析
を
進
め
、
最
後
に
こ
の
刑
法
史
上
の
事
件
に
対

し
て
総
括
と
考
察
を
行
な
う
も
の
と
す
る
。

論 説
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こ
の
条
文
の
廃
止
に
は
、
直
ち
に

｢

困
難
が
一
斉
に
生
じ

(

�)｣

、
潮
の
如
く
反
対
意
見
が
寄
せ
ら
れ
た

(

�)

。

反
対
意
見
で
は
、｢

断
罪
無
正
条｣

の
一
文
を
挙
げ
る
も
の
が
六
通
り
あ
り
、
さ
ら
に
こ
れ
ら
を
ま
と
め
る
と
三
つ
に
分
類
で
き
る
。

第
一
は
、
比
附
援
引
は
軽
重
の
不
均
衡
を
作
り
出
し
や
す
い
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
や
は
り
根
拠
は
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
と
こ
ろ
が
今

裁
判
官
が
そ
の
時
々
の
判
断
に
よ
る
と
い
う
こ
と
に
す
れ
ば
、
一
つ
に
は
制
限
が
な
く
な
り
、
も
う
一
つ
に
は
裁
判
官
自
身
の
水
準
が

限
界
と
な
っ
て
、
同
じ
く
軽
重
の
不
均
衡
を
生
み
、
出
入
人
罪
と
な
り
う
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
第
二
は
、
法
の
条
文
に
は
限
り
が

あ
り
、
事
の
真
偽
に
は
際
限
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
比
附
を
な
く
せ
ば
、
十
分
に
犯
罪
を
取
り
締
ま
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う

も
の
で
あ
る
。
第
三
は
、
立
憲
国
の
要
求
す
る
立
法
・
司
法
の
分
離
に
対
応
さ
せ
れ
ば
、
比
附
は
つ
ま
り
司
法
に
属
す
る
が
、
し
か
し

新
律
は
裁
判
官
に
軽
重
を
斟
酌
す
る
権
限
を
与
え
る
の
で
あ
る
か
ら
、
か
え
っ
て
立
法
と
司
法
が
一
つ
と
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
も
の

で
あ
る

(

�)

。

こ
れ
に
対
し
て
、
沈
家
本
は

｢

断
罪
無
正
条｣

の
中
で
、
一
つ
一
つ
反
論
し
て
い
る
。

第
一
の
意
見
に
対
し
て
は
、
沈
家
本
は
文
字
の
獄
を
例
と
し
て
、
比
附
援
引
は

｢

文
筆
を
弄
し
て
法
規
を
乱
す
も
の
で
あ
り
、
何
で

あ
っ
て
も
可
能
と
な
り
、
制
限
な
ど
な
く
な
る｣

と
厳
し
く
批
判
し
た
。
そ
し
て

｢

新
刑
律
草
案｣

は
量
刑
の
幅
を
定
め
て
お
り
、
裁

判
官
は
こ
の
範
囲
を
超
え
る
こ
と
は
で
き
ず
、
い
わ
ゆ
る

｢

制
限
す
る
と
こ
ろ
が
な
い｣

と
い
う
こ
と
は
成
り
立
た
な
い
と
す
る
。
彼

は

｢

刑
罰
の
相
対
的
法
定
刑｣

を
主
張
し
、
司
法
に
有
す
べ
き
裁
量
の
弾
力
性
を
保
有
さ
せ
る
と
主
張
し
て
い
る
の
が
わ
か
る
の
で
あ

る

(

�)

。
沈
家
本
は
当
時
の
裁
判
の
た
め
の
人
材
が
欠
け
て
い
る
こ
と
に
賛
同
は
す
る
が
、
も
し
こ
れ
を
口
実
に
新
法
の
実
施
を
阻
む
な
ら
、

｢

七
年
の
病
の
た
め
に
、
乾
か
す
に
三
年
も
か
か
る
蓬
を
求
め
る
よ
う
な
も
の
だ｣

と
考
え
た
。
比
較
衡
量
す
る
な
ら
、
当
然
な
が
ら

ま
ず
根
本
か
ら
正
す
べ
き
な
の
で
あ
る
。

第
二
の
意
見
に
対
し
て
は
、
沈
家
本
自
身
が
刑
事
部
門
の
経
験
か
ら
出
発
し
て
い
る
の
で
、
一
方
で
は
こ
う
考
え
た
。

案
情
之
千
奇
百
怪
出
于
情
理
之
外
者
往
往
有
之
、
而
罪
状
之
出
于
律
例
之
外
、
情
軽
或
亦
時
有
、
不
過
科
以
不
応
、
情
重
者
則
未
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共
に
信
ず
る
も
の
と
な
る
。
ゆ
え
に
�
る
こ
と
な
く
繰
り
返
し
申
し
出
る
な
ら
、
務
め
て
愚
か
な
る
者
に
互
い
に
い
ま
し
め
さ
せ

る
の
で
、
実
に
律
に
正
条
な
く
は
処
罰
せ
ず
の
明
証
で
あ
る
。『

漢
書
・
刑
法
志』

の
高
帝
の
詔
は

｢

罪
刑
の
判
断
に
疑
義
の
あ

る
も
の
で
、
延
尉
が
決
定
で
き
な
い
も
の
は
、
謹
し
ん
で
律
令
に
比
す
べ
き
と
こ
ろ
を
附
し
具
奏
し
て
聞
け｣

と
言
う
。
こ
れ
が

比
附
の
始
ま
り
で
あ
る
。
し
か
し
罪
刑
の
判
断
に
疑
義
が
あ
る
も
の
に
限
っ
て
い
る
。
隋
に
な
る
と
定
例
と
な
り
、『

唐
律』

の

罪
を
出
す
は
重
き
を
挙
げ
て
以
っ
て
軽
き
を
明
ら
か
に
し
、
罪
に
入
る
る
は
軽
き
を
挙
げ
て
以
っ
て
重
き
を
明
ら
か
に
す
る
と
い

う
の
が
こ
れ
で
あ
る
。『

明
律』

は
引
律
比
附
し
、
加
減
し
て
定
擬
す
る
に
改
め
、
現
行
律
は
こ
れ
と
同
じ
で
あ
る
。
唐
の
神
龍

の
時
、
趙
冬
曦
が
上
書
し
て
そ
の
非
を
論
じ
、
且
つ
言
う
に
は
、｢

死
生
が
法
律
に
よ
る
こ
と
な
け
れ
ば
、
軽
重
は
必
ず
愛
憎
に

よ
り
、
罪
を
受
け
る
者
は
な
ぜ
そ
う
な
る
か
が
わ
か
ら
ず
、
事
を
行
な
う
も
の
は
そ
の
法
が
わ
か
ら
な
い
。｣

ま
こ
と
に
反
論
の

余
地
も
な
い
言
い
方
で
あ
る
。
ま
し
て
定
例
の
意
味
す
る
こ
と
は
、
と
り
わ
け
立
憲
と
抵
触
す
る
の
で
あ
り
、
立
憲
の
国
は
、
立

法
・
司
法
・
行
政
三
権
が
相
鼎
立
し
、
多
く
の
法
の
担
当
者
が
類
似
の
文
で
人
を
罰
す
る
と
い
う
の
は
、
こ
れ
は
司
法
が
立
法
を

兼
ね
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
弊
害
の
一
つ
で
あ
る
。
人
が
厳
格
か
情
け
深
い
か
は
、
生
ま
れ
つ
き
に
よ
っ
て
異
な
る

の
で
、
律
に
正
条
が
な
い
の
で
比
附
に
任
せ
る
と
い
う
の
は
、
軽
重
に
偏
り
が
で
て
、
か
え
っ
て
裁
判
の
統
一
を
不
可
能
と
す
る
。

こ
れ
が
弊
害
の
も
う
一
つ
で
あ
る
。
こ
こ
に
こ
の
律
を
削
除
す
る
こ
と
と
し
、
各
々
上
下
の
限
度
を
斟
酌
し
て
決
定
し
、
裁
判
官

の
そ
の
時
々
の
判
断
に
ま
か
せ
、
別
に
酌
量
減
軽
・
宥
恕
減
軽
の
各
例
を
設
け
て
、
そ
の
欠
を
補
う
こ
と
と
す
る
。
比
附
の
条
が

な
い
と
し
て
も
、
援
引
の
時
に
は
定
例
の
縛
る
と
こ
ろ
と
は
な
ら
な
い
。
論
ず
る
者
は
人
情
は
様
々
に
変
化
す
る
の
で
、
科
条
数

目
の
載
せ
な
い
と
こ
ろ
の
も
の
を
断
ず
る
こ
と
に
な
る
と
言
う
。
法
律
を
用
い
る
こ
と
知
ら
ず
と
言
う
の
は
、
簡
略
で
あ
る
こ
と

が
繁
雑
を
処
理
し
う
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
例
え
ば
謀
殺
は
死
刑
に
処
す
べ
き
で
、
そ
の
姦
に
よ
る
か
盗
に
よ
る
か
を
問
う
必

要
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
一
事
一
例
の
よ
う
な
や
り
方
で
は
、
お
そ
ら
く
立
法
家
が
予
め
こ
と
ご
と
く
考
え
て
お
く
こ
と

は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
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第
三
の
意
見
に
対
し
て
は
、
沈
家
本
は

｢

か
の
道
を
以
て
、
な
お
か
の
身
を
用
い｣

、
反
駁
す
る
。

既
云
無
此
法
而
定
此
例
、
方
為
立
法
、
乃
無
此
法
而
即
用
此
例
、
是
司
法
者
自
創
為
之
矣
、
不
且
與
立
法
相
混
乎
？

既
に
言
う
よ
う
に
こ
の
法
が
な
い
の
で
こ
の
例
を
定
め
る
と
い
う
の
は
、
ま
さ
に
立
法
で
あ
り
、
こ
の
法
が
な
い
の
で
即
ち
こ
の

例
を
用
い
る
と
い
う
の
は
、
司
法
が
自
ら
創
る
こ
と
で
あ
り
、
立
法
と
の
混
同
で
は
な
か
ろ
う
か
？

第
一
、
第
二
の
相
異
に
つ
い
て
言
え
ば
、｢

客
観
的
具
体
主
義
立
法｣

と

｢

絶
対
的
法
定
刑｣

(

載
炎
輝
氏)

の
旧
法
の
時
代
に
は
、

そ
こ
に
現
れ
る
の
は
一
種
の

｢

法
律
決
定
論｣

の
観
点
で
あ
っ
た
。
も
し
伝
統
法
中
の
殺
人
を
例
に
す
れ
ば

(

参
照

『

大
清
律
例』)

、

故
殺
・
謀
殺
・
誤
殺
・
過
失
殺
・
闘

(

殴)

殺
・
戯
殺
の
六
つ
が
最
も
基
本
の
形
式
で
あ
り
、
こ
の
他
、
さ
ら
に
も
し
犯
罪
の
形
式
を

強
調
す
る
な
ら
、
例
え
ば

｢

採
生
折
割
人｣

、｢

造
畜
蠱
毒
殺
人｣

、｢

車
馬
殺
傷
人｣

等
が
あ
り
、
も
し
犯
罪
対
象
を
具
体
的
に
求
め
る

な
ら
、
例
え
ば

｢

謀
殺
制
使
及
本
管
長
官｣

、｢

謀
殺
祖
父
母
父
母｣

等
が
あ
る
。
法
理
学
上
の

｢

行
為
モ
デ
ル
―
法
律
の
結
果｣

と
い

う
規
則
の
基
本
枠
組
を
借
り
て
分
析
す
る
な
ら
、
伝
統
法
の
中
で
は
、
行
為
モ
デ
ル
は
多
く
複
雑
で
煩
瑣
で
あ
り

(

と
り
わ
け
条
例)

、

法
律
の
結
果
は
唯
一
の
刑
罰
に
対
応
す
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る

こ
れ
は
弾
力
性
が
な
い
と
言
い
う
る
。
こ
の
た
め
、
比
附
は

一
定
程
度
は
、
ま
さ
し
く
罰
則
を
論
証
し
、
刑
罰
を
改
正
す
る
手
段
で
あ
り

(

�)

、
清
末
の
社
会
変
化
の
時
期
に
は
、
そ
れ
は
一
種
の
旧
律

を
急
激
に
変
化
す
る
社
会
に
適
応
さ
せ
る
も
の
だ
っ
た

(

そ
こ
で
反
対
者
が
比
附
を
支
持
し
た
こ
と
も
道
理
が
な
い
と
は
い
え
な
い
の

で
あ
る
。)

『

刑
案
�
覧
三
編』

巻
八

(

下)
｢

戸
律
・
田
宅
・
棄
毀
器
物
稼
墻
等｣

に
収
め
ら
れ
て
い
る

｢

電
報
電
線
を
窃
毀
す
る｣

の
一
案
が
、
電
報
と
い
う
新
し
い
も
の
が
登
場
す
る
に
と
も
な
い
、
電
報
の
電
線
を
窃
毀
す
る
と
い
う
行
為
に
対
し
て
、
ど
の
よ
う
に

比
附
を
通
じ
て
罪
を
定
め
、
奏
上
し
許
可
を
得
て
通
行
章
程
と
な
っ
た
の
か
の
具
体
的
過
程
を
示
し
て
い
る

(

�)

。
そ
し
て
新
た
に
提
起
し

た

｢

刑
罰
の
相
対
的
法
定
制｣

、
及
び

｢

法
を
用
い
る
に
は
、
簡
略
で
あ
れ
ば
多
く
を
制
禦
で
き
る｣

、
の
い
ず
れ
も
が
司
法
裁
量
権
の

賦
予
と
正
当
化
を
代
弁
し
て
い
る

(

そ
し
て
こ
れ
ま
で
の
よ
う
な
比
附
を
通
じ
て

｢

密
か
に
私
通
す
る｣

よ
う
に
刑
罰
を
改
正
す
べ
き

で
は
な
い)

。
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曾
一
睹
。
蓋
律
文
経
千
数
百
年
、
此
数
千
年
風
俗
�
有
変
遷
、
而
罪
状
之
可
名
者
未
見
出
乎
律
例
之
外
、
是
皆
由
千
数
百
年
経
験

而
来
、
非
出
于
一
二
人
之
曲
見
、
故
歴
代
雖
多
損
益
、
亦
不
過
軽
重
出
入
、
而
大
段
未
嘗
改
也
。
人
之
�
免
者
、
殆
亦
絶
無
僅
有

矣
。

事
件
の
内
容
は
多
種
多
様
で
あ
り
、
情
理
の
外
に
で
て
し
ま
う
こ
と
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
。
し
か
し
罪
状
が
律
例
の
外
に
出
て

し
ま
う
の
は
、
情
の
軽
い
も
の
が
ま
た
時
に
は
あ
る
も
の
の
、
刑
を
科
す
ほ
ど
で
は
な
く
、
情
の
重
い
も
の
は
こ
れ
ま
で
見
た
こ

と
が
な
い
。
お
そ
ら
く
律
文
は
千
数
百
年
を
経
て
お
り
、
こ
の
数
千
年
に
風
俗
は
次
々
と
変
化
し
て
い
る
が
、
し
か
し
罪
状
と
す

べ
き
律
例
の
外
に
で
る
も
の
を
見
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
す
べ
て
千
数
百
年
の
経
験
か
ら
き
て
い
る
の
で
あ
り
、

一
、
二
人
の
誤
っ
た
意
見
に
出
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
歴
代
損
益
が
多
い
と
し
て
も
、
ま
た
軽
重
の
出
入
に
す
ぎ
ず
、

大
き
く
改
変
す
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
幸
運
に
も
免
れ
た
人
が
い
て
も
、
お
そ
ら
く
極
め
て
少
な
い
で
あ
ろ

う
。

つ
ま
り
、
法
律
は
経
験
に
基
づ
く
も
の
で
、
社
会
を
統
制
す
る
に
足
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
一
方
で
、
巧
み
に

法
の
間
隙
を
縫
う

｢

不
逞
の
輩
の
罪｣

に
対
し
て
、
沈
家
本
は
こ
う
考
え
る
。

平
時
当
有
以
制
之
、
彼
自
不
敢
軽
于
犯
法
、
否
則
縦
有
千
百
正
条
、
在
彼
方
且
巧
以
嘗
試
、
�
区
区
比
附
即
能
制
其
死
命
哉
。

平
時
に
あ
る
べ
く
し
、
以
て
こ
れ
を
制
す
れ
ば
、
か
の
者
は
軽
々
し
く
法
を
犯
さ
ず
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
た
と
え
多
く
の
条
文
が

あ
ろ
う
と
も
、
か
な
た
で
巧
み
に
行
動
す
る
こ
と
か
ら
、
ど
う
し
て
比
附
程
度
で
そ
の
運
命
の
鍵
を
握
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。

沈
家
本
は
そ
の
よ
う
な

｢

不
逞
の
輩
の
罪｣

を
ど
う
制
約
す
る
か
に
つ
い
て
詳
し
く
は
説
明
し
て
は
い
な
い
が
、
明
ら
か
で
あ
る
の

は
、
比
附
援
引
に
頼
る
だ
け
で
は
、
真
に
犯
罪
を
取
り
締
ま
る
こ
と
は
で
き
ず
、
比
附
の
存
在
は
、
実
際
上
弊
害
が
多
く
利
と
な
る
と

こ
ろ
は
少
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
沈
家
本
の
主
張
と
い
う
の
は
、
ま
さ
し
く

｢

奏
刑
律
草
案
告
成
分
期
繕
単
呈
覧
並
陳
修
訂
大
旨

摺｣

の
中
で
述
べ
る
よ
う
に

｢

法
を
用
い
る
に
は
、
簡
略
で
あ
れ
ば
多
く
を
制
禦
で
き
る

(

�)｣

と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
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一�

学
理
の
弊

確
認
す
べ
き
な
の
は
、
反
対
者
た
ち
の
中
味
の
な
い
且
つ
法
的
基
礎
を
欠
く
異
義
に
比
べ
て
、
沈
家
本
の
論
証
は
明
晰
で
説
得
力
が

あ
る
こ
と
で
あ
る
。
律
学
に
長
年
浸
っ
て
い
た
こ
と
は
、
ま
ず
沈
家
本
に
規
範
に
対
し
て｢

実
証
分
析｣

を
な
す
こ
と
を
重
視
さ
せ
た
。

唐
、
明
、
清
の
三
朝
の

｢

断
罪
無
正
条｣

を
比
較
し

(

�)

、
沈
家
本
は
唐
律
の

｢

重
き
を
挙
げ
て
軽
き
を
明
ら
か
に
し
、
軽
き
を
挙
げ
て

重
き
を
明
ら
か
に
す
る｣

を
こ
う
考
え
た
。

用
律
之
例
、
而
非
為
比
附
加
減
之
用
也
。
観

『

疏
議』

所
言
、
其
重
其
軽
皆
于
本
門
中
挙
之
、
而
非
取
他
律
以
相
比
附
、
故
或
軽

或
重
仍
不
越
夫
本
律
之
範
圍
。
其
応
出
者
、
重
者
且
然
、
軽
者
更
無
論
矣
。
其
応
入
者
、
軽
者
且
然
、
重
者
更
無
論
矣

(

�)

。

律
の
例
を
用
い
る
こ
と
は
、
比
附
加
減
の
用
を
な
す
の
で
は
な
い
。『

疏
議』

の
言
う
と
こ
ろ
を
見
る
と
、
そ
の
重
き
そ
の
軽
き

は
皆
本
門
中
に
こ
れ
を
挙
げ
て
お
り
、
他
律
を
取
り
以
て
相
比
附
す
る
も
の
で
は
な
い
。
ゆ
え
に
軽
き
こ
と
重
き
こ
と
は
依
然
そ

れ
は
本
の
律
の
範
囲
を
越
え
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
出
す
べ
き
は
、
重
き
も
の
が
そ
の
よ
う
で
あ
れ
ば
、
軽
き
も
の
は
さ
ら
に
論

ず
る
ま
で
も
な
い
。
そ
の
入
る
る
べ
き
は
、
軽
き
も
の
が
そ
の
よ
う
で
あ
れ
ば
、
重
き
も
の
は
さ
ら
に
論
ず
る
ま
で
も
な
い
の
で

あ
る
。

一
言
で
ま
と
め
る
な
ら
、
こ
の
条
文
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、｢

本
来
極
め
て
公
平
で
あ
る
こ
と
を
ゆ
る
す｣

こ
と
で
あ
る
。
唐
律

の

｢

軽
重
相
挙
ぐ｣

は
現
代
法
の
視
角
か
ら
み
る
と
、｢

自
然

(

当
然)

解
釈｣

(

勿
論
解
釈)

と
み
て
よ
く
、
ま
さ
に
沈
家
本
が
指
摘

す
る
通
り
で
あ
る
。

本
律
雖
不
許
比
附
援
引
、
究
許
自
然
解
釈
。
自
然
解
釈
者
、
即
所
犯
之
罪
與
法
律
正
条
同
類
、
或
加
甚
時
、
則
依
正
条
解
釈
而
用

之
也
。
同
類
者
、
例
如
正
築
馬
路
、
正
条
之
禁
馬
車
経
過
、
則
象
與
駱
駝
自
然
在
禁
止
之
列
。
加
甚
者
、
例
如
正
条
禁
止
釣
魚
、

其
文
未
示
及
禁
止
投
網
、
則
投
網
較
垂
釣
加
甚
、
自
可
援
釣
魚
之
例
定
罪
也

(

�)

。

本
律
は
比
附
援
引
を
許
さ
ず
と
い
え
ど
も
、
つ
ま
り
は
自
然
解
釈
を
許
す
の
で
あ
る
。
自
然
解
釈
と
は
、
即
ち
犯
す
と
こ
ろ
の
罪
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第
三
番
目
の
意
見
に
つ
い
て
言
え
ば
、
比
附
援
引
は
、
立
法
或
い
は
司
法
で
あ
り
、
立
憲
の
背
景
下
に
到
っ
て
は
、
権
力
分
立
は
い

か
に
具
体
的
に
運
用
す
る
か
の
問
題
な
の
で
あ
る
。
反
対
者
が
裁
判
官
が
軽
重
を
酌
量
す
る
権
力
を
有
す
る
の
は
立
法
・
司
法
が
一
つ

に
併
さ
る
こ
と
だ
と
考
え
た
の
は
、
現
代
の
観
点
か
ら
み
れ
ば
、
幼
稚
で
あ
る
こ
と
は
免
れ
な
い
が
、
し
か
し
当
時
の
歴
史
的
条
件
の

下
で
は
、
理
解
が
で
き
る

(

中
国
の
伝
統
的
司
法
に
つ
い
て
言
え
ば
、
絶
対
的
法
定
刑
の
存
在
ゆ
え
、
司
法
関
係
者
は
確
か
に
ほ
と
ん

ど
刑
罰
の
軽
重
を
酌
量
す
る
権
力
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る)

。
こ
の
他
に
も
、
清
末
の
官
制
改
革
で
は
、
法
部
と
大
理
院
も
ま
た
同
じ

く
司
法
権
限
に
、
異
議
を
申
し
立
て
た
が
解
決
で
き
な
か
っ
た
、
い
わ
ゆ
る

｢

部
院
の
争
い｣

が
あ
っ
た
で
は
な
い
か

(

�)

？

近
代

中
国
に
つ
い
て
言
え
ば
、
難
し
い
の
は
お
そ
ら
く
一
つ
の
西
洋
の
概
念
を
受
け
入
れ
る
こ
と
で
は
な
く
、
ど
の
よ
う
に
真
に
そ
の
問
題

を
理
解
・
実
践
す
る
か
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

三

沈
家
本
の
見
る
比
附
の
弊
害

必
要
な
る
も
の
と
十
分
な
る
も
の

当
時
の
論
争
の
結
果
か
ら
み
れ
ば
、
明
ら
か
に
沈
家
本
は
優
位
に
立
っ
て
お
り
、｢

比
附
援
引｣

と

｢

罪
刑
法
定｣

の
論
争
は
、｢

礼

法
の
争
い｣

の
よ
う
に
激
し
く
、
長
期
に
わ
た
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。｢

大
清
新
刑
律｣

が
国
会
の
前
段
階
の
性
質
を
も
つ
資
政
院

の
一
回
目
の
審
査
を
受
け
た
時
に
、
こ
の
条
文
は
深
く
追
究
さ
れ
ず
、
多
数
を
以
て
順
調
に
承
認
さ
れ
た

(

�)

。
し
か
し
沈
家
本
は

『

刑
案

�
覧
三
編』

の
編
集
の
始
め
か
ら
、｢

大
清
新
刑
律｣

の
制
定
の
時
に
至
る
ま
で
に
、
比
附
に
対
す
る
態
度
が
変
化
し
た
の
で
あ
り
、

こ
れ
は
法
史
上
非
常
に
興
味
深
い
現
象
で
あ
る
。
以
下
で
沈
家
本
の
提
起
し
た
具
体
的
理
由
か
ら
始
め
、
よ
り
深
い
検
討
を
進
め
て
ゆ

く
つ
も
り
で
あ
る
。

沈
家
本
は
主
と
し
て
三
つ
の
面
か
ら
、
比
附
の
弊
害
を
分
析
す
る
。
即
ち
一�
学
理
の
弊

二�
実
践
の
弊

(

文
字
の
獄)

三�
制
度
の

弊
で
あ
る
。
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唐
律
の

｢

軽
重
相
挙
ぐ｣

か
ら
、
明
律
の

｢

引
律
し
比
附
す｣

に
到
り
、
さ
ら
に
清
律
の

｢(

他)

律
を

(

援)

引
し
比
附
す｣

に

到
る
と
き
、
我
々
は
沈
家
本
が
何
度
も

｢

門｣

と
い
う
概
念
を
強
調
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
の
で
あ
る
。｢

門｣

は
門
類
を
意
味
し
、

『

大
中
刑
法
統
類』

に
始
ま
り
、『

宋
刑
統』

が
こ
れ
を
踏
襲
し
、
お
よ
そ
二
百
十
三
門
と
な
っ
て
い
る

(

�)

。『

大
明
律』

も
ま
た
こ
の
区

分
が
み
ら
れ
、
お
よ
そ
三
十
門
で
あ
る
。
た
だ

『

宋
刑
統』

と
比
べ
る
と
、
些
か
異
な
る
。
即
ち
両
者
は
い
ず
れ
も

｢

篇｣

と

｢

条｣

の
間
の
区
分
な
の
で
あ
る
が
、『

宋
刑
統』

の
中
の

｢

門｣

は
さ
ら
に
細
分
化
に
向
か
っ
て
お
り
、
例
え
ば

｢

違
令
及
不
応
得
為
而
為｣

を

｢

雑
律｣

の
下
の
一
門
と
し
て
お
り
、
明
律
中
の

｢

門｣

は
抽
象
化
・
概
括
化
す
る
も
の
が
多
い

(

三
十
門
の
み
で
あ
り
、
例
え
ば

｢

雑
犯｣

で
一
つ
の
門
と
す
る)

。
清
は
明
の
制
度
を
受
け
継
ぎ
、
こ
れ
を
踏
襲
し
た
。
帝
制
中
国
の
最
後
の
伝
統
律
典

『

大
清
現
行
刑

律』

に
到
る
ま
で
に
常
に

｢

三
十
門｣

で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
清
代
の
律
典
の
中
で
、｢

門｣

の
も
う
一
つ
の
可
能
性
は
律
の
条
文

の
単
位
を
指
し
た
の
で
あ
っ
て
、
例
え
ば
乾
隆
五
年
の『

御
制
大
清
律
例
序』

の
中
で
は｢

損
益
を
折
衷
し
て
四
百
三
十
六
門
と
な
す｣

と
言
っ
て
い
る
。

筆
者
は

｢

門｣

の
発
展
及
び
そ
の
含
み
う
る
意
味
を
整
理
し
、
一
つ
の
問
題
を
提
起
す
る
こ
と
を
試
み
た
い
。
即
ち

｢

他｣

の
一
文

字
を
加
え
る
こ
と
の
弊
害
は
、
本
当
に
沈
家
本
の
言
う
よ
う
に
そ
れ
ほ
ど
重
大
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
確
か
に
、
立
法
上
か
ら
言
え
ば
、

同
じ

｢

門｣

の
内
の
条
文
で
あ
る
な
ら
、
当
然
に
類
似
の
要
素

(

即
ち
沈
家
本
の
言
う

｢

相
類｣)

を
も
ち
、
そ
し
て
司
法
中
の
比
附

は
一
種
の

｢

類
推｣

と
な
り
、
当
然
類
似
性
の
要
素
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
し
か
し
第
一
の
い
わ
ゆ
る

｢

三
十
門｣

の
状

況
下
で
は
、｢

門｣

の
抽
象
化
の
程
度
は
か
な
り
高
く
、
例
え
ば
同
じ
く

｢

訴
訟
門｣

の
下
に
あ
る

｢

越
訴｣

と

｢

誣
告｣

の
二
条
は
、

類
似
性
が
ど
れ
く
ら
い
か
、
検
討
す
る
に
値
す
る
。
第
二
の
律
条
文
の
単
位
を
指
す
場
合
に
は
、｢

門｣

の
間
で
の
条
文
の
類
似
性
の

程
度
は
当
然
第
一
の
場
合
よ
り
高
い
が
、
し
か
し
一
事
一
例
と
し
て
の

｢

条
例｣

は
立
法
時
に
十
分
考
慮
し
て
分
類
し
、
釣
合
を
と
る

に
到
っ
た
か
に
つ
い
て
は
、
頗
る
疑
う
に
値
す
る
の
で
あ
っ
て

(

�)

、
さ
ら
に
同
治
九
年

(

一
八
七
〇)

の
後
、｢

五
年
に
一
回
小
改
正
、

十
年
に
一
回
大
改
正｣

と
い
う
条
例
の
改
正
事
業
が
中
断
さ
れ
、
上
述
の
欠
点
に
つ
い
て
の
救
済
手
段
を
欠
く
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
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が
法
律
の
正
条
と
同
類
で
あ
る
。
或
い
は
甚
し
き
を
加
え
る
時
に
、
正
条
に
よ
っ
て
解
釈
し
こ
れ
を
用
い
る
こ
と
を
い
う
の
で
あ

る
。
同
類
と
は
、
例
え
ば
大
通
り
を
修
築
す
る
の
に
、
正
条
が
馬
車
が
通
る
の
を
禁
ず
る
な
ら
、
象
と
駱
駝
は
当
然
に
禁
止
さ
れ

る
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
甚
し
き
を
加
え
る
と
は
、
例
え
ば
正
条
が
魚
釣
り
を
禁
ず
る
な
ら
、
そ
の
文
が
網
で
の
魚
の
捕

獲
を
禁
止
す
る
と
し
て
い
な
く
と
も
、
網
を
投
げ
る
こ
と
は
魚
釣
り
よ
り
程
度
が
甚
し
い
の
で
あ
る
か
ら
、
魚
釣
り
の
例
を
引
い

て
罪
を
定
め
う
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
明
律
の

｢
引
律
比
附
、
加
う
べ
き
減
ず
べ
き
定
擬
す｣

は
唐
律
を
改
正
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は

｢

異
な
っ
て
い
る｣

の
で
あ
っ
て
、
制
度
上

｢

議
定
っ
て
奏
聞
す｣

が
必
要
と
な
り
、
擅
断
者
の
責
任
を
追
及
し
比
附
の
弊
害
を
予
防

す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
両
者
の
意
味
は
何
処
が
異
な
る
の
か
、
沈
家
本
は
明
確
に
は
指
摘
し
て
い
な
い
。
筆
者
の
理
解
は
、
一
つ

は
近
代
法
学
の
方
法
の
影
響
を
受
け
、
両
者
は

｢

自
然
解
釈｣

(

勿
論
解
釈)

と

｢

類
似
解
釈｣

(

類
推
解
釈)

の
区
別
と
考
え
ら
れ
る

こ
と
、
二
つ
目
と
し
て
は
引
律
比
附
は
お
そ
ら
く
刑
罰
の
改
正
を
も
た
ら
す
の
で
、
も
と
も
と
の
絶
対
的
法
定
刑
主
義
を
破
壊
し
、
刑

罰
の
重
き
に
す
ぎ
る
こ
と
軽
き
に
す
ぎ
る
こ
と
を
生
み
出
し
や
す
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
、
明
律
は
結
局

｢

事
同
じ
き
は
ま
さ
に
比
附
を
許
す｣

と
し
、
主
と
し
て
な
お

｢

本
来
の
律
の
中
で
上
下
し
比
附
す｣

と
す

る
の
で
あ
る
が
、
清
律
は
夾
注
の
形
式
で

｢

他｣

の
一
文
字
を
加
え
て
お
り
、
沈
家
本
の
考
え
で
は
、
一
文
字
の
増
減
は
、
天
と
地
の

違
い
が
あ
る
の
で
あ
っ
た
。

蓋
既
為
他
律
、
其
事
未
必
相
類
、
其
義
即
不
相
通
、
牽
就
依
違
、
獄
多
周
内
、
重
軽
任
意
、
冤
濫
難
伸
。
此
一
字
之
誤
、
其
流
弊

正
有
不
可
勝
言
者
矣

(

�)

。

蓋
し
既
に
他
律
と
な
り
、
そ
の
事
必
ず
し
も
相
類
す
る
こ
と
な
く
、
そ
の
義
は
即
ち
相
通
ら
ず
、
曖
昧
な
も
の
に
引
き
摺
ら
れ
、

獄
の
多
く
が
濡
れ
衣
で
、
重
軽
は
任
意
で
あ
り
、
無
実
の
罪
で
あ
っ
て
も
申
し
開
き
が
で
き
な
い
。
こ
の
一
文
字
の
誤
り
は
、
そ

の
流
弊
は
ま
さ
に
言
う
に
耐
え
な
い
も
の
で
あ
る
。
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が
即
ち
比
附
援
引
な
の
で
あ
る
。
中
国
の
司
法
の
事
件
処
理
は
、
律
が
な
け
れ
ば
例
を
引
き
、
例
が
な
け
れ
ば
事
件
を
引
用
し
、

ど
れ
も
皆
類
推
解
釈
で
あ
る
…
…
そ
れ
で
誤
解
を
す
べ
き
で
な
い
の
は
、
刑
法
が
類
推
解
釈
を
禁
ず
る
と
言
う
の
は
、
ま
た
い
か

な
る
解
釈
も
な
す
こ
と
を
得
ず
と
い
う
こ
と
な
の
だ
。
類
推
解
釈
と
異
な
る
の
は
、
勿
論
解
釈
で
あ
る
。
勿
論
解
釈
は
ラ
テ
ン
語

で
あ
り
、
例
え
ば
道
路
の
保
護
の
観
点
か
ら
、
車
馬
の
往
来
を
禁
止
す
る
な
ら
、
駱
駝
・
象
が
道
路
を
害
す
る
こ
と
は
、
車
馬
よ

り
甚
し
い
。
明
文
な
し
と
い
え
ど
も
、
ま
た
必
ず
禁
止
の
中
に
入
る
の
で
あ
る
。
ま
た
池
で
魚
釣
を
禁
止
す
る
如
き
は
、
網
で
取

る
こ
と
は
釣
る
よ
り
程
度
が
甚
し
い
の
で
、
明
文
が
な
い
と
し
て
も
、
ま
た
禁
止
の
中
に
入
る
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
疑
問
が
あ

る
と
す
れ
ば
刑
法
の
律
な
き
は
罪
な
し
を
原
則
と
す
る
こ
と
、
同
じ
く
律
の
正
条
な
き
に
つ
い
て
、
乃
ち
類
推
解
釈
を
許
さ
ず
、

し
か
し
勿
論
解
釈
を
許
す
の
は
な
ぜ
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
律
の
正
条
な
き
は
知
ら
ぬ
が
、
事
実
に
つ
い
て
こ
れ
を
言
う
と
、

二
つ
の
原
因
が
あ
る
。
一
つ
は
そ
の
事
実
が
刑
法
の
放
任
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
て
お
り
、
刑
法
が
既
に
無
罪
と
考
え
て
い
る
と
き

で
あ
る
。
ゆ
え
に
正
条
に
入
れ
ら
れ
て
お
ら
ず
、
も
し
任
意
に
類
推
す
れ
ば
、
刑
法
の
無
罪
と
認
め
る
と
こ
ろ
を
、
裁
判
官
が
有

罪
と
考
え
う
る
こ
と
と
な
り
、
こ
れ
は
可
と
い
え
よ
う
か
？
一
つ
に
は
そ
の
事
実
が
事
理
の
当
然
と
な
っ
て
お
り
、
明
文
の
規
定

が
な
く
、
ゆ
え
に
ま
た
正
条
が
な
い
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
上
述
の
道
路
・
池
の
二
例
の
よ
う
に
、
こ
れ
を
害
す
る
こ
と
軽
き
も

の
が
有
罪
で
あ
る
な
ら
、
こ
れ
を
害
す
る
こ
と
重
き
も
の
は
、
言
う
ま
で
も
な
い
の
で
あ
る
…
…
す
べ
て
罪
を
断
ず
る
に
正
条
な

く
、
そ
の
罪
を
出
す
べ
き
は
、
則
ち
重
き
を
挙
げ
て
以
て
軽
き
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
罪
に
入
る
る
べ
き
は
、
則
ち
軽
き
を
挙
げ

て
以
て
重
き
を
明
ら
か
に
す
る
は
、
勿
論
解
釈
の
意
と
、
ま
さ
に
相
符
合
す
る
。
法
理
に
つ
い
て
こ
れ
を
言
う
と
、
ま
た
二
つ
の

区
別
が
あ
る
。
法
律
は
形
式
が
あ
り
、
意
味
す
る
も
の
が
あ
る
。
文
字
は
法
律
の
形
式
で
あ
り
、
文
字
の
原
理
は
、
法
律
の
意
味

す
る
も
の
で
あ
る
。
類
推
解
釈
は
、
条
文
が
偶
然
類
似
す
る
に
す
ぎ
ず
、
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
そ
の
間
で
一
貫
し
て
い
る
と
い
う

の
で
は
な
い
。
勿
論
解
釈
は
、
文
字
の
上
で
広
く
備
え
て
お
く
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
て
も
、
意
味
の
上
で
含
ま
れ
る
も
の
は
す

べ
て
入
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ゆ
え
に
二
つ
を
同
じ
よ
う
に
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
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る
。以

上
よ
り
、
浅
学
を
顧
み
ず
言
う
と
、
沈
家
本
の
指
す

｢

門｣

が
何
で
あ
ろ
う
と
、｢

引
律
比
附｣

と

｢(

援)

引

(

他)

律
比
附｣

は
、
五
十
歩
百
歩
に
す
ぎ
ず
、
本
質
的
違
い
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
卑
見
を
述
べ
れ
ば
、
弊
害
は
こ
の
拡
大
解
釈
を
要
す
る

｢

律｣

の

文
字
か
ら
お
そ
ら
く
生
ず
る
の
で
あ
り
、
清
律
は
律
例
合
編
・
以
例
附
律
の
形
成
を
採
り
、
比
附
援
引
は

｢

律｣

の
み
な
ら
ず
、｢

例｣

も
含
み
、
律
例
の
間
、
条
例
の
内
部
、
条
例
の
間
、
そ
の
各
々
に
条
文
の
類
似
性
が
存
在
し
、
そ
し
て
刑
罰
は
差
が
甚
だ
大
き
く
、
系

統
性
を
欠
く
状
況
の
中
で

(

�)

、
比
附
の
時
に
勝
手
に
法
を
曲
げ
る
こ
と
が
行
な
わ
れ
、
出
入
人
罪
の
空
間
は
確
か
に
大
き
く
広
が
っ
た
。

沈
家
本
の
多
く
の
意
見
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
岡
田
朝
太
郎
の
意
見
を
挙
げ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。

希
臘
格
言
、
無
法
無
罪
、
故
刑
法
不
許
類
似
解
釈
、
類
似
解
釈
、
即
比
附
援
引
。
中
国
司
法
�
案
、
無
律
則
引
例
、
無
例
則
援
案
、

皆
類
似
解
釈
也
…
…
然
不
可
誤
解
、
謂
刑
法
禁
止
類
似
解
釈
、
亦
意
不
得
為
何
等
解
釈
也
。
有
類
似
解
釋
而
実
非
者
、
当
然
解
釈

是
也
。
当
然
解
釈
為
拉
丁
語
、
例
如
為
保
護
道
路
起
見
、
禁
止
車
馬
往
来
、
駝
象
之
妨
害
道
路
、
甚
于
車
馬
。
雖
無
明
文
、
亦
必

在
禁
止
之
列
。
又
如
池
塘
禁
止
釣
魚
、
以
網
取
者
甚
于
釣
、
雖
無
明
文
、
亦
必
在
禁
止
之
列
是
也
。
或
疑
刑
法
以
無
律
無
罪
為
原

則
、
同
一
律
無
正
条
、
乃
不
許
類
似
解
釋
、
而
許
当
然
解
釈
何
也
。
不
知
律
無
正
条
、
就
事
実
言
之
、
有
両
種
原
因
、
一
因
其
事

実
為
刑
法
所
放
任
、
刑
法
既
認
為
無
罪
、
故
不
復
列
正
条
、
若
任
意
類
推
、
将
刑
法
所
認
為
無
罪
者
、
裁
判
官
得
認
為
有
罪
也
、

可
乎
？
一
因
其
事
実
為
事
理
之
当
然
、
無
庸
有
明
文
之
規
定
、
故
亦
無
正
条
、
如
上
挙
道
路
・
池
塘
二
例
、
害
之
軽
者
、
且
有
罪

矣
、
害
之
重
者
、
自
不
待
言
也
…
…
諸
断
罪
而
無
正
条
、
其
応
出
罪
者
、
則
挙
重
以
明
軽
、
其
応
入
罪
者
、
則
挙
軽
以
明
重
、
與

当
然
解
釈
之
意
、
恰
相
符
合
。
就
法
理
言
之
、
亦
有
二
種
区
別
。
法
律
有
形
式
、
有
精
神
。
文
字
者
、
法
律
之
形
式
也
、
文
字
之

原
理
、
法
律
之
精
神
也
。
類
似
解
釈
、
不
過
条
文
偶
相
類
似
、
而
精
神
未
嘗
貫
注
其
中
。
当
然
解
釈
、
雖
文
字
上
未
能
�
備
、
而

精
神
上
実
已
包
括
無
遺
。
故
二
者
不
可
同
日
而
語
也

(

�)

。

ギ
リ
シ
ア
の
格
言
で
は
、
法
な
け
れ
ば
罪
な
し
と
い
い
、
ゆ
え
に
刑
法
は
類
推
解
釈
を
許
さ
な
い
の
だ
が
、
類
推
解
釈
で
あ
る
の
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い
と
こ
ろ
と
な
り
、
儒
者
は
眉
を
蹙
め
、
同
郷
者
は
怯
え
、
市
に
赴
く
者
の
惨
状
が
賢
能
な
人
材
に
ま
で
及
び
、
戌
に
遣
す
る
者

の
禍
は
婦
女
子
に
及
ぶ
こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
堯
・
舜
の
事
を
慎
み
、
人
を
哀
れ
む
と
の
考
え
に
、
全
く
適
合
し
な

い
だ
ろ
う
。

伝
統
中
国
は
明
清
以
来
、
君
主
専
制
を
強
め
、
片
言
隻
句
に
よ
っ
て
思
想
犯
を
追
及
す
る
文
字
の
獄
は
、
前
王
朝
よ
り
明
ら
か
に
多

く
な
り
、
清
代
は
こ
の
こ
と
が
と
り
わ
け
甚
し
く
、
罪
を
論
ず
る
に
し
ば
し
ば

｢

謀
反｣

、｢

謀
大
逆｣

等
十
悪
の
罪
名
に
比
附
し
た
の

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
比
附
は
、
沈
家
本
が
見
る
に
は
、｢

情
罪
相
当｣

で
な
い
ば
か
り
か
、
儒
家
倫
理
に
も
悖
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
わ
け
で
、
比
附
の
廃
止
を
力
説
す
る
の
は
い
た
し
か
た
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
し
か
し
深
く
追
究
す
る
な
ら
、
ま
た
検

討
す
る
と
こ
ろ
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
比
較
法
史
の
角
度
か
ら
こ
れ
を
見
る
と
、
ド
イ
ツ
の
ナ
チ
ス
時
代
、
一
八
七
一
年
の
刑
法
典

第
二
条
に
無
制
限
に

｢

刑
法
の
条
文
適
用
の
法
創
造｣

を
認
め
る
こ
と
を
追
加
し
た
の
は
、
つ
ま
り
類
推
を
認
め
た
も
の
で
あ
る
。
し

か
し
学
者
た
ち
の
統
計
の
後
わ
か
っ
た
の
は
、
ド
イ
ツ
の
帝
国
裁
判
所
の
刑
法
上
の
類
推
の
適
用
に
関
す
る
判
決
は
多
く
は
な
く
、
且

つ
当
時
の
類
推
判
決
の
事
件
か
ら
見
る
と
、
重
大
犯
罪
に
及
ん
で
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
原
因
を
追
究
し
て
み
る
と
五
つ
あ
る
。

一�
、
多
く
は
司
法
手
続
を
経
ず
に
自
由
或
い
は
生
命
が
奪
わ
れ
て
い
る

二�
、
特
別
刑
法
が
刑
罰
規
定
を
拡
張
し
て
い
る

三�
、
不
明

確
な
構
成
要
件
を
多
く
使
用
し
て
い
る

四�
、
過
去
に
遡
及
す
る
規
定
が
次
々
と
現
れ
る

五�
、
特
別
法
院
が
大
部
分
の
刑
事
事
件
の

管
轄
権
を
手
に
し
て
い
る

(

�)

。
こ
れ
よ
り
わ
か
る
の
は
、
刑
法
典
が
類
推
を
認
め
る
か
ど
う
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
罪
刑
法
定
を
廃
止
す
る

か
ど
う
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
ナ
チ
ス
は
法
に
適
合
す
る
と
の
形
式
で
、
そ
の
非
法
の
目
的
を
実
現
し
た
と
い
え
る
。
伝
統
中
国

に
つ
い
て
言
え
ば
、
文
字
の
獄
の
中
で
は
、
比
附
は
お
そ
ら
く
か
え
っ
て
悪
事
に
加
担
す
る
嫌
い
が
あ
る
が
、
し
か
し
そ
の
本
来
の
源

を
探
究
す
れ
ば
、
伝
統
法
は
君
主
の
命
令
と
し
て
、
比
附
の
助
け
を
借
り
ず
と
も
、
そ
の
他
の
形
式(

例
え
ば
諭
旨
に
よ
る
断
罪)

で
、

思
想
犯
を
追
及
で
き
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
言
い
か
え
れ
ば
、
比
附
は
そ
れ
を
罪
と
し
て
、
そ
し
て
そ
れ
を

｢

合
法
化｣

す
れ
ば

よ
い
と
い
う
に
す
ぎ
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。
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も
し
か
す
る
と
こ
の
言
い
方
は
、
伝
統
中
国
の
比
附
援
引
に

｢

類
推
解
釈｣

の
レ
ッ
テ
ル
を
貼
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

筆
者
は
比
附
が
類
推
の
特
質
を
具
え
る
こ
と
を
否
定
し
な
い
が
、
た
だ
新
知
識
の
基
準
で
伝
統
的
な
も
の
を
考
え
る
な
ら
、
単
純
化
の

嫌
い
を
免
れ
な
い
と
思
う
の
で
あ
る
。
例
え
ば
岡
田
は
伝
統
中
国
の

｢

不
応
為｣

の
律
は

｢

語
の
意
味
が
明
ら
か
で
な
く
、
何
が
為
す

べ
か
ら
ざ
る
な
の
か
は
、
裁
判
官
が
己
の
考
え
で
断
定
す
る｣

と
考
え

(

�)

、
伝
統
的
な
法
定
主
義
を
破
壊
し
て
し
ま
っ
た
。
構
成
要
件
の

明
確
性
で
こ
れ
を
見
る
と
、｢

不
応
為｣

は
確
か
に
罪
刑
法
定
の
要
求
に
悖
る
の
だ
が
、
し
か
し
こ
の
よ
う
に
実
際
上
伝
統
律
典
の
体

系
上
の
構
成
と
内
部
の
論
理
構
造
を
無
視
す
る
な
ら
、
そ
の
肯
定
に
値
す
る
機
能
を
全
く
排
除
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
例
え
ば
比

附
に
対
す
る
制
限
作
用
と
い
う
も
の
で
あ
る

(

�)

。
も
ち
ろ
ん
、
日
本
を
師
と
し
て
い
た
頃
に
、
法
学
の

｢

大
家｣

と
し
て
の
岡
田
の
専
門

的
見
解
は
、
か
な
り
権
威
が
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
く
、
沈
家
本
が
彼
の
見
解
を
受
け
入
れ
た
と
し
て
も
、
咎
め
る
こ
と
の
で
き
な
い

と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
し
て
や
、
沈
家
本
が
さ
ら
に

｢

他｣

の
一
文
字
に
つ
い
て
分
析
し
た
の
は
、
検
討
に
努
め
た
こ
と
の
証
し
と
す
る

に
十
分
で
あ
ろ
う
。

二�

実
践
の
弊

沈
家
本
が
片
時
も
忘
れ
な
か
っ
た
の
は
、
つ
ま
り
次
の
こ
と
で
あ
る
。

自
国
初
以
来
、
比
附
之
不
得
其
平
者
、
莫
如
文
字
之
獄
。

国
の
始
め
よ
り
、
比
附
の
公
平
で
な
か
っ
た
こ
と
は
、
文
字
の
獄
に
比
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。

沈
家
本
は
多
く
の
ペ
ー
ジ
を
割
い
て
、
文
字
の
獄
の
問
題
を
専
門
的
に
論
じ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
見
て
み
る
。

若
以
律
無
正
条
之
犯
、
竟
與
真
正
大
逆
同
科
、
情
罪
既
不
相
当
、
誣
捏
亦
所
難
免
、
将
至
儒
林
蹙
額
、
郷
里
寒
心
、
赴
市
者
惨
及

賢
才
、
遣
戌
者
禍
連
婦
孺
、
揆
諸
堯
舜
欽
恤
之
宗
旨
、
恐
未
尽
符
也

(

�)
。

も
し
律
の
正
条
な
き
の
犯
を
以
て
、
ま
さ
に
大
逆
と
同
じ
刑
を
科
す
な
ら
、
犯
情
と
罪
が
不
相
当
で
あ
り
、
誣
告
も
ま
た
免
れ
難
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上
官
亦
不
能
干
渉
也
。
按
日
本
憲
法
第
五
十
八
条
、
司
法
権
以
天
皇
之
名
于
裁
判
所
行
之
、
得
憲
法
之
保
障
、
斯
独
立
之
基
礎
、

確
不
可
抜
。
考
維
新
以
前
、
裁
判
制
度
同
于
中
国
、
倶
以
行
政
官
兼
任
。
明
治
初
曾
特
別
設
行
司
法
之
機
関
、
仍
属
于
行
政
官
庁
、

成
績
未
彰
、
明
治
四
年
、
建
東
京
裁
判
所
、
此
為
裁
判
所
與
行
政
官
庁
分
析
之
始
。
五
年
于
横
浜
・
神
戸
・
長
崎
諸
商
港
建
独
立

裁
判
、
裁
判
之
範
圍
漸
広
。
其
後
更
于
中
央
置
司
法
裁
判
所
、
于
各
府
県
置
府
県
裁
判
所
、
于
郷
鎮
置
区
裁
判
所
、
其
制
大
備
。

然
裁
判
事
宜
、
猶
須
禀
承
上
官
之
命
令
。
八
年
置
大
審
院
、
統
一
法
律
之
解
釈
、
下
級
裁
判
所
漸
有
独
立
之
端
緒
。
二
十
三
年
頒

布
構
成
法
、
裁
判
所
之
機
体
、
至
此
始
完
全
無
缺
。
行
政
與
司
法
必
応
分
折
者
、
蓋
行
政
権
因
地
方
之
便
利
、
可
假
権
宜
行
之
、

猶
之
道
路
車
馬
、
得
以
自
由
行
動
。
司
法
権
非
以
法
律
為
準
縄
、
不
能
維
持
裁
判
之
信
用
、
猶
之
汽
車
必
須
循
守
軌
途
、
斯
無
傾

軼
之
虞
。
況
行
政
官
之
性
質
、
以
服
従
上
官
之
命
令
為
主
、
阿
諛
希
旨
、
即
縁
之
而
起
、
若
司
法
官
同
此
性
質
、
意
有
瞻
顧
、
断

難
保
裁
判
之
公
平
。
近
日
泰
西
各
国
、
司
法
権
無
不
独
立
者
、
亦
有
鑑
于
此
、
故
対
于
裁
判
事
務
、
無
論
巨
細
、
司
法
大
臣
不
得

干
渉
。
司
法
省
雖
有
監
督
権
、
不
過
監
督
行
政
之
一
部
、
如
訓
令
・
諭
告
及
懲
戒
之
類
是
也

(

�)

。

司
法
独
立
の
制
は
、
西
欧
の
各
国
よ
り
創
ら
れ
、
日
本
が
こ
れ
を
倣
う
こ
と
で
、
治
外
法
権
を
回
復
す
る
に
著
し
く
効
果
が
あ
っ

た
。
い
わ
ゆ
る
独
立
と
は
、
行
政
官
が
関
与
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
上
官
も
ま
た
干
渉
で
き
な
い
と
の
こ
と
で

あ
る
。
日
本
の
憲
法
第
五
十
八
条
に
よ
れ
ば
、
司
法
権
は
天
皇
の
名
を
以
て
裁
判
所
が
こ
れ
を
行
な
う
と
し
、
憲
法
の
保
障
を
得

て
お
り
、
そ
の
独
立
の
基
礎
は
、
確
か
に
奪
う
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
維
新
以
前
を
考
え
れ
ば
、
裁
判
制
度
は

中
国
と
同
じ
く
、
と
も
に
行
政
官
を
以
て
兼
任
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
明
治
の
始
め
は
特
別
に
司
法
機
関
を
設
け
た
が
、
依
然
行

政
官
庁
に
属
し
、
成
果
が
明
ら
か
で
な
か
っ
た
と
こ
ろ
、
明
治
四
年
、
東
京
裁
判
所
を
建
て
、
こ
れ
が
裁
判
所
と
行
政
官
庁
の
分

離
の
始
め
と
な
っ
た
。
五
年
に
横
浜
、
神
戸
、
長
崎
の
諸
商
港
に
独
立
の
裁
判
を
建
て
、
裁
判
の
範
囲
は
徐
々
に
広
が
っ
た
。
そ

の
後
さ
ら
に
中
央
に
司
法
裁
判
所
を
置
き
、
各
府
県
に
府
県
裁
判
所
を
置
き
、
郷
鎮
に
は
区
裁
判
所
を
置
き
、
そ
の
制
度
を
大
い

に
整
え
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
裁
判
の
事
宜
は
、
や
は
り
上
官
の
命
令
を
受
け
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
八
年
に
大
審
院
を
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学
理
と
実
践
の
二
つ
の
面
か
ら
比
附
の
弊
害
を
攻
撃
す
る
と
い
う
沈
家
本
の
論
証
は
、
現
代
の
目
か
ら
見
る
な
ら
、
い
ず
れ
も
検
討

す
べ
き
と
こ
ろ
は
あ
る
が
、
当
時
に
つ
い
て
言
え
ば
、
十
分
説
得
力
が
あ
り
、
反
対
の
声
は
す
ぐ
に
鳴
り
を
ひ
そ
め
、｢

断
罪
無
正
条｣

の
一
文
の
効
果
は
、
無
視
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
筆
者
の
見
る
と
こ
ろ
、
上
述
の
二
点
は
、
沈
家
本
の

｢

比
附｣

に

対
す
る
態
度
の
変
化
の

｢

必
要
条
件｣

と
は
言
え
る
が
、
必
ず
し
も

｢

十
分
条
件｣

と
は
言
え
な
い
の
で
あ
る
。

三�

制
度
の
弊

筆
者
が
思
う
に
、
そ
の

｢
十
分
条
件｣

は
、
観
念
上
変
化
し
て
い
っ
た
比
附
の
制
度
に
対
す
る
批
判
に
あ
る
。

光
緒
己
亥

(

一
八
九
九)
の
時
、
一
九
世
紀
末
期
の
中
国
社
会
は
す
で
に
巨
大
な
変
化
を
生
じ
て
い
た
が
、
し
か
し
沈
家
本
は
一
人

の
伝
統
的
律
学
者
と
し
て
、
依
然
と
し
て
比
附
は
旧
案
と
新
説
の
橋
渡
し
と
な
り
う
る
と
堅
く
信
じ
て
い
た
。
だ
が
光
緒
丁
未

(

一
九

〇
七)

に
な
る
と
、
彼
は
す
で
に
修
訂
法
律
大
臣
の
職
に
あ
り
、
法
律
改
革
を
行
な
い
、
ま
た
憲
政
の
準
備
の
時
期
に
も
入
っ
て
い
た
。

西
洋
法
の
い
く
つ
か
の
精
神
・
理
念
は
、
す
で
に
西
洋
法
の
輸
入
、
新
法
の
制
定
に
と
も
な
い
、
徐
々
に
彼
の
心
を
占
め
て
い
た
の
で

あ
る
。
こ
の
段
階
の
沈
家
本
に
は
、
重
大
な
観
念
上
の
変
化
が
み
ら
れ
る
。
即
ち
司
法
の
独
立
を
主
張
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

権
力
分
立
は
憲
政
の
基
本
的
要
求
と
な
り
、
清
朝
が

｢
預
備
立
憲｣

を
宣
布
し
た

(

光
緒
三
十
二
年
、
一
九
〇
六)

後
は
、
す
で
に

当
時
の

｢

政
治
的
に
正
し
い
こ
と｣

と
な
っ
て
い
た
。
筆
者
の
入
手
し
て
い
る
資
料
か
ら
見
る
と
、
沈
家
本
が
公
開
の
場
で
司
法
の
独

立
を
呼
び
か
け
た
の
は
、
光
緒
三
十
二
年

(

一
九
〇
六)

四
月
と
思
わ
れ
、
董
康
等
の
人
々
が
日
本
に
裁
判
・
監
獄
を
調
査
す
る
た
め

に
赴
い
た
後

(

同
年
一
二
月
に
帰
国)

で
あ
る
。
こ
の
調
査
の
結
果
は
、『

調
査
日
本
裁
判
監
獄
報
告
書

(

�)』

に
ま
と
め
ら
れ
、
そ
の
中

の

｢

裁
判
の
調
査
リ
ス
ト｣

で
、
ま
ず
驚
か
さ
れ
る
の
は

｢

司
法
権｣
を
挙
げ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
を
紹
介
す
る
と
こ
う
言
っ

て
い
る
。

司
法
独
立
之
制
、
創
自
泰
西
各
国
、
日
本
倣
之
、
因
以
収
回
治
外
法
権
著
有
明
効
。
所
謂
独
立
者
、
非
惟
行
政
官
不
能
預
聞
、
即
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つ
け
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
じ
っ
く
り
考
え
る
こ
と
を
せ
ず
に
、
こ
の
よ
う
な
西
洋

(

日
本
を
含
む)

に
対
し
て
強
い
主
観
的

願
望
の
読
み

(

或
い
は
あ
る
程
度
の
歪
曲
と
も
言
い
う
る)

を
す
る
の
は
、
実
は
近
代
中
国
に
現
れ
た
特
殊
現
象
で
あ
る
。

沈
家
本
は
正
義
の
た
め
に
敢
然
と
司
法
の
独
立
を
求
め
る
と
い
う
引
き
返
す
こ
と
の
で
き
な
い
道
へ
と
足
を
踏
み
入
れ
、
真
っ
先
に

矢
面
に
立
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
伝
統
中
国
の

｢

行
政｣

と

｢

司
法｣

を
区
分
す
る
つ
も
り
で
、
沈
家
本
は
ま
ず
行
政
官
が
司
法
を

兼
ね
る
弊
害
を
批
判
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
害
は
三
つ
あ
っ
た
。

勘
転
之
制
、
本
為
慎
重
刑
獄
、
而
上
官
遇
事
駁
詰
、
則
稽
延
株
累
等
弊
、
在
所
不
免
、
地
方
官
憚
于
解
審
、
便
宜
処
分
者
有
之
、

諱
匿
不
報
者
有
之
…
…

(

�)

勘
転
の
制
は
、
も
と
は
慎
重
な
刑
獄
の
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
が
、
上
官
が
問
題
が
生
じ
て
詰
問
す
る
と
、
即
ち
遅
延
・
連
坐
な

ど
の
弊
害
が
、
免
れ
ざ
る
と
こ
ろ
と
な
る
た
め
、
地
方
官
が
上
級
庁
へ
の
事
件
の
送
付
を
憚
り
、
都
合
よ
く
処
分
す
る
も
の
や
、

隠
し
て
報
告
し
な
い
も
の
が
あ
る
…
…

ま
た
こ
う
も
言
う
。

西
国
司
法
独
立
、
無
論
何
人
皆
不
能
干
渉
裁
判
之
事
、
雖
以
君
主
之
命
、
総
統
之
権
、
但
有
赦
免
、
而
無
改
正
。
中
国
則
由
州
県

而
道
府
、
而
司
、
而
督
撫
、
而
部
、
層
層
轄
制
、
不
能
自
由
。
従
前
刑
部
権
力
頗
有
独
立
之
勢
、
而
大
理
稽
察
、
言
官
糾
劾
、
毎

為
所
牽
制
、
而
不
免
掣
肘

(

�)

。

西
洋
の
司
法
の
独
立
と
は
、
何
人
も
論
ぜ
ず
皆
裁
判
に
干
渉
で
き
な
い
こ
と
で
あ
り
、
君
主
の
命
を
以
て
も
、
総
統
の
権
を
以
て

し
て
も
、
赦
免
は
あ
る
が
、
改
正
は
な
い
。
中
国
は
州
、
県
か
ら
道
、
府
、
そ
し
て
司
、
督
撫
、
部
と
、
幾
重
に
も
取
り
締
ま
り
、

自
由
に
は
で
き
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
刑
部
の
権
力
は
か
な
り
独
立
の
勢
い
が
あ
る
が
、
し
か
し
大
理
が
検
査
し
、

忠
臣
が
糾
弾
す
る
な
ら
、
互
い
に
牽
制
す
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
掣
肘
を
加
え
ら
れ
る
こ
と
は
免
れ
な
い
。

彼
の
批
判
の
矛
先
は
、
す
で
に
伝
統
の
審
級
制
度

(

沈
家
本
の
言
う

｢

勘
転

(

�)｣)

に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
制
度
は
明
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置
き
、
法
律
の
解
釈
を
統
一
し
、
下
級
裁
判
所
は
徐
々
に
独
立
の
端
緒
を
得
た
。
二
十
三
年
に
構
成
法
を
交
付
し
、
裁
判
所
の
体

系
は
、
こ
こ
に
至
っ
て
完
全
無
欠
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
行
政
と
司
法
は
必
ず
分
つ
べ
き
と
い
う
の
は
、
蓋
し
行
政
権
が
地
方
の

便
利
に
よ
り
、
権
を
借
り
て
こ
れ
を
行
な
う
が
よ
く
、
例
え
ば
道
路
の
車
馬
が
、
自
由
に
行
動
で
き
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
司

法
権
は
法
律
を
基
準
と
す
る
の
で
な
け
れ
ば
、
裁
判
の
信
用
を
維
持
で
き
ず
、
例
え
ば
車
は
必
ず
軌
道
を
守
ら
ね
ば
な
ら
ず
、
こ

れ
が
道
を
踏
み
外
す
虞
れ
を
な
く
す
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
況
や
行
政
官
の
性
質
は
、
上
官
の
命
令
に
服
従
す
る
を
主
た
る
こ
と

と
し
、
諂
い
迎
合
す
る
は
、
こ
こ
か
ら
生
ず
る
の
で
あ
る
か
ら
、
も
し
司
法
官
が
こ
の
性
質
と
同
じ
な
ら
、
優
柔
不
断
を
意
味
す

る
も
の
と
な
り
、
断
ず
る
時
に
裁
判
の
公
平
を
保
ち
難
い
こ
と
に
な
る
。
近
日
の
西
欧
各
国
の
、
司
法
権
の
独
立
す
る
は
、
ま
た

こ
れ
に
鑑
み
て
い
る
の
で
あ
り
、
ゆ
え
に
裁
判
の
事
務
に
対
し
て
、
大
小
を
論
ず
る
こ
と
な
く
、
司
法
大
臣
は
干
渉
す
る
こ
と
を

得
な
い
の
で
あ
る
。
司
法
省
は
監
督
権
が
あ
る
と
い
え
ど
も
、
行
政
の
一
部
を
監
督
す
る
に
す
ぎ
ず
、
例
え
ば
訓
令
、
諭
告
及
び

懲
戒
の
類
が
こ
れ
で
あ
る
。

こ
の
紹
介
は
、
明
ら
か
に
沈
家
本
に
深
い
印
象
を
与
え
た
の
で
あ
り
、
ゆ
え
に
奏
摺
の
中
で
、
特
に
言
及
し
て
い
る
。

司
法
独
立
與
立
憲
関
係
至
為
密
切
、
日
本
開
港
之
初
、
各
国
領
事
倶
有
裁
判
之
権
、
逮
維
新
以
来
、
政
府
日
孜
孜
于
裁
判
統
一
、

不
数
十
年
、
卒
使
僑
民
服
従
其
法
律
之
下
、
論
者
謂
国
力
之
驟
張
、
基
于
立
憲
、
其
実
司
法
独
立
、
隠
収
其
効
力
…
…

(

�)

司
法
の
独
立
と
立
憲
の
関
係
は
密
接
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
日
本
開
港
の
始
め
、
各
国
の
領
事
は
皆
裁
判
権
を
有
し
た
が
、
維
新

に
至
っ
て
以
降
、
政
府
は
日
毎
懸
命
に
裁
判
の
統
一
に
励
み
、
十
年
を
数
え
ず
、
つ
い
に
外
国
人
を
そ
の
法
律
の
下
に
服
従
さ
せ

た
の
で
あ
り
、
論
者
は
国
力
の
上
昇
は
、
立
憲
に
基
づ
く
が
、
実
は
司
法
の
独
立
が
、
隠
で
そ
の
効
力
を
収
め
た
と
言
う
…
…

そ
こ
で
、
西
洋
の
裁
判
の
公
正
を
護
る
司
法
の
独
立
は
、
当
時
の
人
々
か
ら
見
る
な
ら
、
長
年
に
わ
た
っ
て
貧
窮
し
劣
勢
と
な
っ
て

い
る
国
家
が
富
強
を
求
め
る
た
め
の
有
効
な
方
法
で
あ
っ
た

(

�)

。
沈
家
本
の
思
想
の
出
発
点
は
、｢

法
に
よ
る
救
国
で
あ
る

(

�)｣

と
考
え
る

学
者
も
い
る
が
、
こ
れ
は
か
な
り
肯
定
で
き
る
考
え
方
で
あ
る
。
司
法
の
独
立
と
国
家
の
富
強
が
関
係
し
て
い
る
と
は
、
或
い
は
こ
じ
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と
し
て
の
比
附
は
、
す
で
に
沈
家
本
の
心
中
に
あ
る｢

司
法
の
独
立｣

の
要
求
に
合
致
し
な
く
な
っ
て
い
た
こ
と
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

で
は
沈
家
本
は
な
ぜ
そ
れ
が

｢

司
法
の
独
立｣

に
合
致
し
な
い
と
直
接
に
指
摘
せ
ず
に
、
わ
ず
か
に
そ
の
存
在
す
る
問
題
の
説
明
だ
け

を
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
論
戦
の
中
な
の
で
、
事
実
を
並
べ
て
道
理
を
説
く
方
が
論
理
よ
り
い
っ
そ
う
直
接
的
で
有
効
な
の

だ
ろ
う
！
さ
ら
に
ま
し
て
や
当
時
の
反
対
者
が
揉
め
て
い
る
の
は
、
立
法
と
司
法
の
区
別
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
筆
者
は
伝
統
中
国
の
比
附
援
引
に
対
し
て
さ
ら
に
区
別
を
し
た
い
の
だ
が
、
そ
れ
は
制
度
と
し
て
の
比
附
と
方
法
と
し
て

の
比
附
で
あ
る
。
前
者
は
沈
家
本
が
司
法
の
独
立
の
観
念
を
受
け
入
れ
た
後
に
捨
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
後
者
は
沈
家
本
が

『

刑
案

�
覧
三
編』

を
編
集
し
た
時
に
推
賞
し
た
も
の
で
、
同
じ
局
面
に
は
な
い
も
の
で
あ
る
。
沈
家
本
が
明
確
に
こ
の
問
題
を
意
識
し
て
い

た
か
ど
う
か
に
至
っ
て
は
、
本
論
文
の
関
心
の
置
く
と
こ
ろ
で
は
な
い

(

�)

。

一
八
九
九
年
か
ら
一
九
〇
七
年
ま
で
、
沈
家
本
の
観
念
は
す
で
に
質
的
変
化
を
と
げ
て
お
り
、
後
の
彼
は
、
司
法
の
独
立
を
片
時
も

忘
れ
ぬ
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
後
は
、
ま
さ
に
こ
れ
を
理
念
と
し
、
拘
泥
り
、
具
体
的
に
取
り
組
み
努
力
し
つ
つ
、
長
文
の

『

歴
代
刑

官
考』

を
書
き
、｢

立
国
の
本
は
、
司
法
の
優
先
に
あ
り｣

と
唱
道
し
、
法
律
の
職
業
化
の
重
要
性
を
論
証
し

(

�)

、
精
根
を
傾
け
司
法
の

独
立
を
保
障
す
る
各
種
の
具
体
的
制
度
を
設
立
し
完
成
し
よ
う
と
し
た

(

�)

。
こ
の
す
で
に
還
暦
を
す
ぎ
た
老
雄
が
、
晩
年
の
最
後
の
輝
き

の
中
で
、
新
し
い
罪
刑
法
定
の
種
を
、
司
法
の
独
立
の
土
壌
に
植
え
よ
う
と
試
み
た
の
で
あ
っ
た
。

四

検
討

(

結
び
に
代
え
て)

比
附
援
引
か
ら
罪
刑
法
定
ま
で
と
は
、
ま
さ
に
一
つ
の
伝
統
か
ら
近
代
へ
と
到
る
問
題
で
あ
る
。
筆
者
は

｢

小
事
を
大
事
と
す
る｣

こ
と
を
試
み
、
沈
家
本
の
態
度
の
変
化
を
手
が
か
り
と
し
て
、
刑
法
史
上
の
一
つ
の
明
ら
か
と
は
な
っ
て
い
な
い
事
柄
に
対
す
る
分
析

を
深
め
る
こ
と
で
、
こ
の
問
題
の
複
雑
性
を
描
き
出
す
こ
と
に
努
め
た
。

近代刑法史上の一つの空白
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ら
か
に

｢

司
法
の
独
立｣

の
要
求
に
合
致
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
審
級
制
度
に
対
す
る
具
体
的
要
求
と
し
て
、
比
附
援
引
の

｢

当
該
上

司
に
上
申
し
議
定
っ
て
奏
聞
す｣

が
存
在
す
る
と
の
問
題
も
、
彼
の
批
判
に
遭
う
こ
と
と
な
っ
た
。

彼
は
明
代
の
律
学
者
雷
夢
麟
の

『

読
律
瑣
言』

を
引
い
て
い
る
。

今
問
刑
者
于
死
罪
比
附
皆
奏
聞
、
流
徒
以
下
比
附
鮮
有
奏
者
、
安
得
罪
無
出
入
哉
？
雖
無
出
入
、
尤
当
以
事
応
奏
不
奏
論
罪
、
其

不
思
也
乎
！

(
�)

今
刑
を
問
う
は
死
罪
に
比
附
す
る
こ
と
皆
奏
聞
す
る
が
、
流
徒
以
下
の
比
附
は
奏
す
る
こ
と
は
少
な
く
、
こ
れ
で
ど
う
し
て
罪
の

出
入
な
き
を
得
よ
う
？
た
と
え
出
入
な
き
と
い
え
ど
も
、
と
り
わ
け
事
を
以
て
奏
す
べ
き
が
奏
せ
ず
し
て
罪
を
論
ず
と
は
、
思
慮

の
な
い
こ
と
で
は
な
い
か
！

明
律
は

｢

刑
部
の
議
定
っ
て
奏
聞
す｣

を
以
て

｢

引
律
比
附｣

に
対
し
て
制
限
を
加
え
て
お
り
、
刑
部
を
経
ず
に
、
任
意
に
判
決
を

下
せ
ば
、
出
入
人
罪
と
な
り
、｢

故
失
罪｣
で
追
及
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し

『

読
律
瑣
言』

で
こ
れ
を
見
る
と
、
死
刑
事
件
以

外
、
そ
の
他
の
類
型
の
比
附
事
件
が
刑
部
に
報
告
さ
れ
る
こ
と
は
少
な
く
、
雷
夢
麟
が

｢

ど
う
し
て
罪
の
出
入
な
き
を
得
よ
う｣

と
嘆

く
の
も
無
理
は
な
い
。
そ
し
て
た
と
え
判
決
が
正
し
い
も
の
と
な
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
手
続
が
違
法
な
ら
、｢

奏
す
べ
き
が
奏
さ
ず

罪
を
論
ず｣

と
な
る
の
で
あ
る
。
清
は
明
の
制
度
を
継
承
し
、
基
本
的
に
は
こ
の
条
文
を
踏
襲
し
、
後
さ
ら
に
条
例
を
加
え
、
こ
れ
を

厳
密
に
し
た
の
で
あ
る
が
、
結
果
は
か
え
っ
て

｢

比
附
の
た
め
に
罪
に
出
入
あ
り
、
処
罰
の
こ
と
は
久
し
く
聞
か
ず
、
律
文
の
後
半
は

飾
り
物
に
等
し
い
で
は
な
い
か｣

と
な
り
、
律
が
条
文
を
も
っ
て
い
よ
う
と
、
も
ち
ろ
ん
有
効
に
制
約
を
加
え
る
こ
と
は
で
き
な
く
な
っ

た
の
で
あ
る
。

お
そ
ら
く
、
こ
の
よ
う
な

｢

実
体
を
重
ん
じ
手
続
を
軽
ん
ず
る｣

の
問
題
が
あ
る
の
な
ら
、
こ
の
面
の
改
正
を
強
化
す
れ
ば
よ
く
、

例
え
ば
雷
夢
麟
の
よ
う
に
い
わ
ゆ
る

｢

奏
す
べ
き
が
奏
せ
ず
罪
を
論
ず｣

る
点
を
や
は
り
追
及
す
べ
き
で
あ
る
。
結
局
、
問
題
を
取
り

消
す

(

比
附
の
廃
止)

こ
と
は
、
問
題
を
解
決
す
る

(

制
度
の
失
効)

方
法
と
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
！
そ
の
原
因
は
、
一
種
の
制
度

論 説
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が
概
括
主
義
の
立
法
と
相
対
的
に
確
定
す
る
法
定
刑
を
採
用
す
る
に
伴
い
、
比
附
の
機
能
は
大
幅
に
司
法
関
係
者
に
よ
る
自
由
裁
量
権

の
形
式
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
た
と
い
え
る
。
こ
の
点
か
ら
見
る
と
、
伝
統
の
比
附
援
引
と
近
代
の
罪
刑
法
定
の
争
い
は
、
争
い
に
関
わ

り
大
事
な
も
の
を
手
離
し
た
と
の
意
味
は
免
れ
な
い
だ
ろ
う
。

民
国
初
め
、『

大
清
新
刑
律』

に
基
づ
く

『

暫
行
新
刑
律』

は
司
法
関
係
者
に
与
え
る
裁
量
権
が
広
き
に
す
ぎ
る
た
め

(

�)

、
司
法
関
係

者
の
養
成
に
な
お
時
間
を
要
し
、
判
例
制
度
が
ま
た
完
全
な
も
の
に
到
っ
て
い
な
い
民
国
初
期
の
法
制
の
中
で
は
、
刑
罰
適
用
の
片
寄

り
を
生
み
出
す
こ
と
は
免
れ
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
伝
統
の
比
附
援
引
が
量
刑
の
均
衡
を
保
つ
う
え
で
な
す
作
用
は
、
我
々
に
反
省
し

考
え
さ
せ
る
に
足
る
も
の
で
あ
っ
た
。
民
国
九
年

(

一
九
二
〇)

の

『

科
刑
標
準
条
例』

の
登
場
は
、
量
刑
の
問
題
に
対
し
て
補
充
を

な
す
の
み
な
ら
ず
、
伝
統
の

｢

例｣

の

｢

精
神
の
帰
還｣

で
も
あ
っ
た

(

�)

。
伝
統
と
近
代
の
間
は
、
ま
さ
に

｢

切
っ
て
も
切
れ
ず
、
入
り

乱
れ
る｣

も
の
な
の
で
あ
る
。

注

(

１)

よ
り
正
確
な
言
い
方
は
、『

大
清
刑
律』

と
思
わ
れ
、
李
貴
連
、
朱
勇
、
周
少
元
の
各
教
授
が
い
ず
れ
も
こ
の
問
題
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。

総
合
的
に
論
評
す
る
も
の
と
し
て
、
周
少
元

｢『

欽
定
大
清
刑
律』

研
究｣

、
北
京
、
中
国
政
法
大
学
博
士
学
位
論
文
、
二
〇
〇
三
年
、
一
頁
。

但
し

｢

大
清
新
刑
律｣

が
既
に
一
般
的
呼
称
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
筆
者
は
そ
れ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

(

２)

こ
の
法
の
第
十
条
は
次
の
よ
う
に
定
め
る

｢

凡
律
例
無
正
条
者
、
不
論
何
種
行
為
不
得
為
罪

(

お
よ
そ
律
例
に
正
条
な
き
は
、
い
か
な
る
行

為
を
論
ぜ
ず
、
罪
と
為
す
こ
と
を
得
ず)

。｣
『

大
清
法
規
大
全』

(

法
律
部)

、
政
学
社
刊
行
、
台
北
、
宏
業
出
版
社
、
一
九
七
二
年
、
一
九
四

六
頁
。

(

３)

詳
し
く
は
、
清
・
沈
家
本｢

論
断
罪
無
正
条｣

、
所
収『

法
学
会
雑
誌』

第
一
年
第
一
期
、
宣
統
三
年(

一
九
一
一)

五
月
十
五
日
、
二
三
―

四
七
頁
、
ま
た｢

明
律
目
箋
一
・
断
罪
無
正
条｣

、
所
収
、
沈
家
本『

歴
代
刑
法
考』

(『

寄
�
文
存』

合
冊)

、
鄭
経
元
、
駢
宇
騫
校
訂
、
北
京
、

中
華
書
局
、
一
九
八
五
年
、
冊
四
、
一
八
〇
七
―
一
八
二
五
頁
。
前
者
は
沈
家
本
が
生
前
に
発
表
し
た
も
の
で
あ
り
、｢

明
律
目
箋｣

は
未
刊
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こ
の
比
附
援
引
と
罪
刑
法
定
の
争
い
の
事
件
の
中
で
、
罪
刑
法
定
を
力
説
し
、
比
附
援
引
を
攻
撃
す
る
清
末
の
修
訂
法
律
大
臣
沈
家

本
の
比
附
に
対
す
る
態
度
の
変
化
は
法
律
史
上
非
常
に
興
味
深
い
現
象
と
い
え
る
。
沈
家
本
は
学
理
、
実
践
、
制
度
の
三
つ
の
面
か
ら

比
附
に
対
し
て
批
判
を
加
え
た
。
こ
こ
で
筆
者
は
伝
統
中
国
の
比
附
援
引
を
、
方
法
と
し
て
の
比
附

(

伝
統
法
の
推
論
方
法)

と
制
度

と
し
て
の
比
附

(

伝
統
的
審
級
制
度
の
現
わ
れ)

に
区
分
す
る
こ
と
を
試
み
た
い
。
筆
者
が
見
る
に
、
沈
家
本
の
第
三
の
面
に
対
す
る

批
判
が
最
も
重
要
と
思
わ
れ
る
。
ま
さ
に
法
律
救
国
の
理
念
に
基
づ
き
、
さ
ら
に
司
法
の
独
立
に
対
し
て
心
服
す
る
よ
う
に
な
り
、
そ

れ
ゆ
え
比
附
の
基
づ
く
と
こ
ろ
の
伝
統
的
審
級
制
度
が
す
で
に
沈
家
本
の
主
張
す
る
司
法
の
独
立
の
要
求
と
は
合
致
し
な
く
な
っ
た
の

で
あ
る
。
こ
れ
が
比
附
廃
止
に
踏
み
出
さ
せ
る
鍵
と
な
る
一
歩
で
あ
っ
た
。

｢

断
罪
無
正
条｣

の
一
文
を
細
か
く
見
る
と
、
沈
家
本
の
論
証
は
お
そ
ら
く
厳
密
で
な
い
と
こ
ろ
も
あ
る
で
あ
ろ
う
し

(

�)

、
そ
の
古
代

に
托
し
て
制
度
を
改
め
る
方
法
も
ま
た
、
検
討
す
べ
き
で
あ
る
の
だ
が

(

�)

、
し
か
し
マ
ク
ロ
の
制
度
面
か
ら
入
り
、
司
法
の
独
立
を
保
障

す
る
こ
と
で
近
代
罪
刑
法
定
の
実
現
を
求
め
る
こ
と
は
、
ま
さ
に
賞
賛
に
値
し
、
今
日
の
目
か
ら
見
て
も
、
か
な
り
進
歩
的
意
味
が
あ

る
と
い
え
る
。

伝
統
の
比
附
援
引
は
確
か
に
類
推
の
特
質
を
持
つ
。
し
か
し

｢

客
観
的
具
体
主
義
の
立
法｣

と

｢

絶
対
的
法
定
刑｣

を
特
徴
と
す
る

旧
法
の
時
代
に
は
、
そ
れ
は

｢

事
理
が
相
同
じ｣

と

｢
情
罪
一
致｣

を
相
似
性
の
基
準
と
し
て
、
罰
則
を
見
つ
け
論
証
し
、
条
文
が
硬

直
化
す
る
弊
害
を
補
い
、
刑
罰
を
改
正
す
る
作
用
を
生
み
出
し
た
の
で
あ
り
、
比
附
が
求
め
る
の
は
さ
ら
に
多
く
の
適
当
な
る
量
刑
な

の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
伝
統
法
の
方
法
論
は
、
肯
定
的
機
能
を
も
つ
と
い
え
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
も
し
比
附
と
近
代
刑
法
学
上

の
類
推
に
区
分
が
必
要
に
な
る
と
す
る
な
ら
、
筆
者
は
後
者
は
行
為
に
つ
い
て
罪
と
罪
で
な
い
も
の
の
選
択
・
判
断
を
な
す
も
の
だ
と

考
え
て
お
り
、
さ
ら
に
多
く
が
特
定
の
概
念
に
立
脚
す
る
論
理
だ
と
考
え
て
い
る
。
例
え
ば
電
気
が

｢

物｣

か
ど
う
か
、
硫
酸
が

｢

武

器｣

か
ど
う
か
等
で
あ
る

(

こ
の
他
、
類
推
は
刑
法
学
説
中
、
拡
大
解
釈
と
の
区
別
も
ま
た
常
に
争
い
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る)

。
し

か
し
比
附
に
は
こ
の
前
提
的
な
作
業
は
存
在
せ
ず
、
行
為
は
す
で
に
言
う
ま
で
も
な
く
明
ら
か
に
犯
罪
な
の
で
あ
る

(

�)

。『

大
清
新
刑
律』

論 説
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ま
り
一
八
九
九
年)

、
刊
行
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

(

５)

清
・
沈
家
本

｢

刑
案
�
覧
三
編
序｣

(『

寄
�
文
存』

巻
六)

、
所
収
、
前
掲
注

(

３)

、
同
氏

『

歴
代
刑
法
考』

(『

寄
�
文
存』
合
冊)

、
冊

四
、
二
二
二
五
頁
。

(

６)

前
掲
注

(

５)

、
清
・
沈
家
本

｢

刑
案
�
覧
三
編
序｣

二
二
二
六
頁
。

(

７)

お
そ
ら
く
、
こ
の

｢

比
附｣

は
必
ず
し
も
、
か
の

｢

比
附
援
引｣

の

｢

比
附｣

で
は
な
い
と
言
う
の
は
、
字
面
だ
け
か
ら
判
断
し
て
い
る
嫌

い
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
筆
者
は

｢

比
附｣

と
い
う
言
葉
は
一
般
の

｢

こ
じ
つ
け｣

の
意
と
な
る
こ
と
は
理
解
で
き
る
が
、
筆
者
が

｢

刑
案
�
覧
三
編｣

に
目
を
通
し
た
経
験
か
ら
す
る
と
、
そ
の
中
の
大
量
の
事
件
は
比
附
で
判
決
を
し
た
も
の
で
、
沈
家
本
が
そ
れ
を
入
れ
て

い
る
の
は
、
そ
れ
を
認
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
か
ら
、
ゆ
え
に
筆
者
は
沈
家
本
は
こ
の
時
は
比
附
を
肯
定
し
て
い
た
と
い
う
説
は

成
り
立
ち
う
る
と
考
え
て
い
る
。

(

８)

邱
澎
生
氏
も
ま
た
沈
家
本
の
微
妙
な
変
化
に
注
意
を
向
け
て
い
る
が
、
文
章
の
意
図
す
る
内
容
の
限
界
か
ら
、
分
析
を
展
開
し
て
い
な
い
。

参
照
、
邱
澎
生

｢

真
相
大
白
？
明
清
刑
案
中
的
法
律
推
理｣

、
所
収
、
熊
秉
真
編

『

譲
証
拠
説
話』

(

中
国
篇)

、
台
北
、
麦
田
出
版
、
二
〇
〇

一
年
、
一
八
二
―
一
八
四
頁
。
こ
の
一
文
は
伝
統
法
の
推
論
を
研
究
す
る
重
要
文
献
で
あ
る
が
、
そ
の
趣
旨
は
異
な
る
類
型
の
刑
事
事
件
集
の

中
の
法
の
推
論
の
比
較
研
究
を
通
じ
て
、
い
か
に
事
件
の

｢

真
相｣

を
構
成
す
る
か
を
検
討
す
る
こ
と
に
あ
る
。

(

９)
｢

修
訂
法
律
大
臣
沈
家
本
奏
刑
律
草
案
告
成
分
期
繕
単
呈
覧
並
陳
修
訂
大
旨
摺｣

、
所
収
、
故
宮
博
物
院
明
清
�
案
部
編

『

清
末
籌
備
立
憲
�

案
史
料』

(

下)

、
所
収
、
沈
雲
龍
主
編

『

近
代
中
国
史
料
叢
刊
続
編
第
八
十
一
輯』

、
台
北
、
文
海
出
版
社
影
印
、
八
四
八
頁
。

(

�)

前
掲
注

(

３)

、
清
・
沈
家
本

｢

明
律
目
箋
一
、
断
罪
無
正
条｣

一
八
〇
七
頁
。

(

�)

例
え
ば

『

修
正
刑
律
案
語』

(

修
訂
法
律
館
印
刷
、
鉛
印
本
、
北
京
大
学
図
書
館
蔵
書)

は
次
の
よ
う
に
言
う
。｢

謹
按
此
条

(

第
十
条
を
指

す)

即
為
不
准
比
附
援
引
而
設
、
原
奏
業
経
剴
切
言
之
、
仍
郵
伝
部
並
四
川
、
両
広
、
雲
南
、
貴
州
、
湖
広
、
湖
南
、
江
西
、
河
南
、
両
江
等

省
�
注
、
独
于
此
条
、
駁
詰
尢
力
…
…｣

。
両
広
総
督
、
湖
南
、
江
南
、
江
蘇
等
の
提
刑
按
察
使
司
、
雲
南
省
総
督
の
意
見
の
詳
し
い
内
容
は

次
に
見
え
る
。
憲
政
編
査
館
編

『

刑
律
草
案
�
注』

、
清
・
�
統
二
年

(

一
九
一
〇)

、
北
京
、
国
家
図
書
館
北
海
分
館
蔵
書
。

(

�)

沈
家
本
は

｢

明
律
目
箋
一
・
断
罪
無
正
条｣

の
文
中
で

｢

比
附
援
引｣

を
留
め
お
く
理
由
を
一
つ
一
つ
挙
げ
て
お
り

(

一
八
二
一
―
一
八
二

五
頁)

、
そ
の
中
の
第
一
の
理
由
と
第
六
の
理
由
は
一
つ
に
ま
と
め
う
る
。
第
一

｢

謂
比
附
易
啓
意
軽
重
之
弊
、
但
由
審
判
官
臨
時
判
断
、
独
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行
の
も
の
が
、
後
整
理
さ
れ
て

『

沈
寄
�
先
生
遺
書』

(

甲
編)

に
入
れ
ら
れ
、
一
九
二
八
年
或
い
は
一
九
二
九
年
に
出
版
さ
れ
た
。(

参
照
、

李
貴
連

｢『

寄
�
文
存』

版
本
漫
談｣

、
所
収
、
同
氏

『

近
代
中
国
法
制
與
法
学』

、
北
京
、
北
京
大
学
出
版
社
、
二
〇
〇
二
年
、
四
八
〇
頁
。)

筆
者
が
両
文
を
比
較
し
た
と
こ
ろ
、
違
い
は
以
下
の
通
り
で
あ
る

(

印
刷
に
よ
る
字
の
誤
り
か
ら
で
て
き
た
違
い
は
入
れ
な
い)

。

後
者
の
史
料
が
や
や
多
く
な
っ
て
い
る
ほ
か
は
、
双
方
に
実
質
的
違
い
は
な
い
。
筆
者
は
本
文
中
で｢

明
律
目
箋｣

の
版
本
を
用
い
た
。｢(

論)

断
罪
無
正
条｣

の
最
初
に
発
表
さ
れ
た
時
期
に
つ
い
て
は
、
な
お
考
証
の
必
要
が
あ
る
が
、
筆
者
の
推
測
で
は

『

大
清
新
刑
律』

の
制
定
の
過

程
で
あ
る
と
思
わ
れ
、
つ
ま
り
光
緒
三
十
三
年

(

一
九
〇
七)

―
宣
統
二
年

(

一
九
一
〇)

の
間
で
あ
る
。

(

４)
『

刑
案
�
覧
三
編』

は
沈
家
本
が
祝
慶
	
・
鮑
書
芸
の

『

刑
案
�
覧』
に
続
け
て
、
清
代
の
道
光
・
咸
豊
・
同
治
・
光
緒
の
四
朝
の
重
要
な

刑
事
事
件
を
集
め
て
編
纂
し
た
も
の
で
あ
り
、
清
代
の
司
法
実
践
を
理
解
す
る
た
め
の
重
要
資
料
で
あ
る
。
沈
家
本
は
主
と
し
て
刑
部
で
働
い

て
い
た
時
期
に
こ
の
作
業
に
携
わ
り
、
そ
の
後
天
津
、
保
定
で
も
作
業
を
続
け
、
三
編
は
つ
い
に
保
定
で
完
成
し
た
が

(

光
緒
己
亥
の
年
、
つ

論 説
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『
法
学
会
雑
誌』

の

｢

断
罪
無
正
条｣

｢

明
律
目
箋｣

の

｢

断
罪
無
正
条｣

１

三
一
頁
に
よ
る

科
罪
準
律
、
則
律
無
文
者
、
不
得
科
罪
、
不
待
言
矣
。

趙
冬
曦
言
、
隋
時
奸
臣
著
律
、
可
見
此
条
実
始
于
隋

也
。

一
八
一
三
頁
に
よ
る

科
罪
準
律
、
則
律
無
文
者
、
不
得
科
罪
、
不
待
言
矣
。

２

三
二
頁
に
よ
る

此
両
条
唐
律
之
明
言
不
得
比
附
者
。
是
唐
時
雖
有
比

附
之
条
、
未
賞
一
概
用
之
。

一
八
一
四
頁
に
よ
る

此
明
言
不
得
比
附
者
也
。
是
唐
時
雖
有
比
附
之
事
、

而
限
制
甚
厳
。

３

無

一
八
一
四
頁
に
よ
る

『

旧
唐
書
・
刑
法
志』

４

無

一
八
一
五
頁
に
よ
る

『

慶
元
条
法
事
類』



者
免
刺
、
誤
毀
者
于
杖
六
十
・
徒
一
年
罪
上
減
三
等
擬
杖
八
十
、
窃
毀
桿
線
均
照
估
追
賠
。
儻
有
地
方
奸
民
造
言
聚
衆
抜
毀
桿
線
至
数
十
里
外

逞
凶
拒
捕
致
傷
官
兵
情
節
重
大
者
、
仍
随
時
察
酌
情
形
分
別
首
従
比
照
土
匪
滋
事
従
厳
懲
�
、
不
得
復
拘
常
例
。
其
失
察
窃
毀
桿
線
之
地
保
照

不
応
重
律
擬
杖
八
十
、
折
責
革
役
、
誤
毀
者
免
議
、
似
此
明
定
罪
名
、
俾
承
審
者
得
以
遵
循
而
匪
徒
知
所
敬
畏
矣
。
如
蒙
�
允
、
臣
部
即
行
文

該
督
並
各
省
督
撫
・
将
軍
・
都
統
・
府
伊
一
体
欽
遵
�
理
。｣

(

光
緒
十
八
年
七
月
二
十
三
日
奏
奉
旨
依
議
。
欽
此
。)

沈
家
本
は

｢

奏
請
編
定
現
行
刑
律
以
立
推
行
新
律
基
礎
摺｣

の
中
で
、
四
つ
の
方
法
を
提
案
し
て
い
る
が
、
そ
の
三

｢

新
章
宜
節
取｣

の
中

で
、
次
の
よ
う
に
言
う
。｢

新
章
本
為
未
定
纂
定
之
例
文
、
惟
自
同
治
九
年
以
来
垂
四
十
年
、
通
行
章
程
、
不
下
百
有
余
条
、
閲
時
既
旧
、
未

必
尽
合
于
今
。
�
擬
分
別
去
留
、
其
為
旧
例
所
無
、
如
毀
壊
電
桿
・
私
鋳
銀
円
之
類
、
択
出
纂
為
定
例
…
…
。｣

こ
の
摺
に
つ
い
て
は
参
照
前

掲
注

(

９)

、
故
宮
博
物
院
明
清
�
案
部
編

『

清
末
籌
備
立
憲
�
案
史
料』

(

下)

、
八
五
一
―
八
五
四
頁
。
こ
の
章
程
の
最
後
は

『

大
清
現
行

刑
律』

｢

郵
駅
・
逓
送
公
文｣

の
条
例
の
一
つ
で
あ
る
。
参
照

『

欽
定
大
清
現
行
刑
律』

、
所
収

『

清
代
各
部
院
則
例』

、
香
港
、
蝠
池
書
院
出

版
公
司
、
二
〇
〇
四
年
、
二
〇
四
頁
。

こ
こ
で
は
事
件
―
章
程
―
条
例
か
ら
比
附
の
作
用
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
は
司
法
ひ
い
て
は
立
法
に
相
応
す
る
評
価
墓
準
を
提
供
で

き
る
も
の
で
あ
り
、
立
法

(

章
程
、
条
例)

が
刑
部
の
審
議
、
皇
帝
の
許
可
を
経
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
考
慮
す
る
な
ら
、
こ
の
よ
う
な
手
段

は
確
か
に
単
純
に
刑
罰
を
確
定
す
る
に
比
べ
有
効
性
が
遥
か
に
高
い
。

(

�)

具
体
的
過
程
に
つ
い
て
は
、
参
照
前
掲
注

(

１)

、
李
貴
連

『

沈
家
本
伝』

、
二
三
四
頁
以
下
。

(

�)
｢

資
政
院
第
一
次
常
年
会
第
三
十
七
号
議
場
速
記
録｣

(

宣
統
二
年
十
二
月
初
六
日)

、
所
収

『

資
政
院
会
議
速
記
録』

、
台
北
、
政
治
大
学
法

学
院
基
礎
法
学
セ
ン
タ
ー
蔵
書
、
七
四
―
七
五
頁
。
そ
の
採
択
に
至
る
記
録
は
以
下
の
通
り
。
秘
書
官

(

曽
彝
進)

｢

承
命
朗
読
第
二
章
不
為

罪
第
十
条
。｣

副
議
長

｢

第
十
条
有
無
討
論
、
如
無
討
論
以
為
可
者
、
請
起
立
。｣

参
加
議
員
は
起
立
し
賛
成
。
副
議
長

｢

多
数
。｣

(

�)
『

唐
律
疏
議』

、
劉
俊
文
校
訂
、
北
京
、
法
律
出
版
社
、
一
九
九
九
年
、
一
四
五
頁
。

諸
断
罪
而
無
正
条
、
其
応
出
罪
者
、
則
挙
重
以
明
軽

(

疏)

議
曰

断
罪
無
正
条
者
、
一
部
律
内
、
犯
無
罪
名
。｢

其
応
出
罪
者｣

、
依
賊
盗
律

｢

夜
無
故
入
人
家
、
主
人
登
時
殺
者
、
勿
論
。｣

仮

有
折
傷
、
灼
然
不
坐
。
又
条

｢

盗
�
麻
以
上
財
物
、
節
級
減
犯
盗
之
罪
。｣

若
犯
詐
欺
及
坐
贓
之
類
、
在
律
雖
無
減
文
、
盗
罪
尚
得
減
科
、
余
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不
虞
其
意
為
軽
重
乎
？
引
律
比
附
、
尚
有
依
拠
、
臨
時
判
断
、
実
無
限
制
。｣

第
六

｢

審
判
官
程
度
不
及
、
援
引
失
当
、
恐
亦
不
能
無
弊
。｣

第

二
の
理
由
と
第
三
の
理
由
は
一
つ
に
ま
と
め
う
る
。
第
二

｢

律
例
所
未
載
者
、
不
得
為
罪
、
則
法
不
足
以
禁
奸
、
罪
多
可
以
	
免
、


徒
愈
�

張
為
幻
、
有
司
之
断
獄
亦
窮
。｣

第
三

｢

邇
来
人
心
不
古
、
犯
罪
者
択
律
例
無
正
条
者
、
故
意
犯
之
、
以
難
執
法
之
人
、
俾
執
法
者
無
所
措
施
、

其
流
弊
亦
不
堪
設
想
。
且
以
一
人
之
心
思
才
力
、
非
以
定
法
治
之
、
不
足
以
為
治
。
蘇
文
忠
曰

(

古
人
之
用
法
、
如
医
者
之
用
薬
、
蓋
法
有
定

而
罪
無
定
、
薬
有
定
而
病
無
定
也
。
後
世
人
心
奸
詐
、
以
致
任
意
枉
法
、
実
非
治
法
之
過
、
乃
不
得
治
人
之
過
也
。)

此
条
不
如
仍
遵
旧
条
為

妥
。｣

第
四
の
理
由
は
そ
れ
の
み
で
一
つ
と
で
き
る
。｢

謂
比
附
類
似
之
文
、
致
人
于
罰
、
則
司
法
・
立
法
混
而
為
一
、
非
立
憲
国
所
応
有
、
不

知
無
此
法
而
定
此
例
者
、
方
為
立
法
、
若
既
有
他
律
、
而
比
附
定
擬
、
則
仍
属
司
法
、
非
立
法
也
。
如
以
比
附
為
立
法
、
則
于
本
律
酌
量
軽
重

者
、
又
與
立
法
何
異
？
類
似
之
例
、
不
能
援
以
罰
人
、
而
軽
重
之
権
、
衡
可
操
之
？
問
官
恐
任
意
出
入
、
将
較
比
附
尢
甚
。｣

第
五
の
理
由
は

第
一
の
理
由
と
第
二
の
理
由
の
間
に
あ
る
。｢

法
制
有
限
、
而
人
情
変
幻
無
窮
、


詐
之
徒
、
択
無
専
条
者
犯
之
、
可
任
其
	
逃
法
網
乎
？
且

査
第
五
十
四
条
、
言
同
一
犯
罪
、
情
節
互
異
、
予
裁
判
官
以
特
権
、
許
其
酌
量
犯
人
之
心
術
與
犯
罪
之
事
実
、
減
三
等
核
。
與
此
条
語
意
相
反

而
分
、
則
多
無
一
定
罪
名
、
心
術
二
字
不
可
見
。
是
罪
名
之
軽
重
、
皆
定
于
審
判
官
之
口
、
流
弊
無
窮
。｣

指
摘
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の

は
、
こ
れ
ら
は
例
え
ば
第
二
、
第
四
の
理
由
は
い
ず
れ
も
数
例
あ
る
の
だ
が
、
筆
者
は
わ
ず
か
一
例
の
み
を
挙
げ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

(

�)

黄
源
盛

｢

伝
統
中
国

『

罪
刑
法
定』

的
歴
史
発
展｣

、
掲
載

『

東
海
法
学
研
究』

第
一
一
期
、
一
九
九
六
年
一
二
月
、
一
八
頁
。

(

)

所
収
前
掲
注

(

９)

、
故
宮
博
物
院
明
清
�
案
部
編

『

清
末
籌
備
立
憲
�
案
史
料』

(

下)

、
八
四
八
頁
。

(

�)

参
照
拙
稿

｢

清
代
的
法
律
方
法
論

以

『

刑
案
�
覧
三
編』

為
中
心
的
論
証｣

、
掲
載

『

法
制
史
研
究』

第
六
期
、
台
北
、
中
国
法
制
史

学
会
・
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
主
編
、
二
〇
〇
四
年
一
二
月
、
九
九
―
一
三
三
頁
。

(

�)

こ
の
章
程
の
制
定
は
李
鴻
章
の
奏
章
に
源
を
発
し
、
刑
部
の
審
査
の
後
に
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。｢

査
中
国
創
設
電
線
、
行
之
已
閲
十

年
、
原
因
機
密
重
務
軍
情
要
政
、
雖
殊
方
万
里
、
可
取
決
于
俄
傾
之
間
、
設
遇
電
線
断
折
不
通
貽
誤
、
即
非
浅
鮮
。
乃
近
来
各
省
愚
民
輒
以
事

非
尋
常
経
見
、
妄
生
疑
惑
聚
衆
抜
毀
桿
線
之
案
層
見
迭
出
、
雖
経
各
該
省
随
時
厳
懲
、
終
以
例
無
治
罪
明
文
鮮
所
依
拠
。
�
拠
該
督
奏
請
明
定

専
条
、
声
称
窃
毀
桿
線
有
礙
伝
報
、
核
與
沈
匿
公
文
無
異
、
商
電
桿
亦
系
奏
明
設
立
、
與
官
線
処
処
銜
接
、
其
急
公
報
効
亦
応
一
体
維
持
、
未

便
�
視
等
語
、
系
為
慎
重
電
報
要
政
起
見
、
臣
等
公
同
酌
議
、
応
如
該
督
所
奏
、
嗣
後
如
有
匪
徒
窃
毀
電
報
桿
線
、
不
論
官
電
・
商
電
、
是
窃

是
毀
、
不
計
贓
数
、
但
経
折
断
、
均
比
依
駅
站
馬
夫
逓
送
公
文
事
干
軍
情
機
密
沈
匿
例
杖
六
十
・
徒
一
年
、
如
系
窃
盗
仍
尽
本
法
刺
字
、
棄
毀
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(

�)

例
え
ば
清
・
薛
允
升
は
、
黄
静
嘉
編
・
校
訂

『

読
例
存
疑
重
刊
本』

(

台
北
、
成
文
出
版
社
、
一
九
七
〇
年)

に
お
い
て
は
、
以
下
の
よ
う

に
言
う
。

｢

此
並
非
専
指
越
訴
而
言
、
似
応
移
入
誣
告
門
内｣

或
い
は

｢

此
例
與
越
訴
無
干
、
似
応
移
于
告
状
不
受
理
門
内｣

等
、
条
例
の
分
類
に
対

し
て
意
見
を
出
し
て
い
る

(

筆
者
注
、｢

誣
告｣

、｢

告
状
不
受
理｣

は
い
ず
れ
も
律
の
条
文
の
名
称
で
あ
る)

。
こ
の
他
、
一
つ
注
意
す
べ
き
な

の
は

沈
家
本
は

｢

断
罪
無
正
条｣

の
中
で
、｢

他｣

の
文
字
は
明
代
の
姚
思
仁
が
注
す
る
と
こ
ろ
で
、
清
代
の
順
治
三
年
に
用
い
る
と
指

摘
し
て
い
る

『

大
明
律』

で
は
た
だ

｢

引
律
比
附｣

と
し
て
い
る
と
は
い
え
、
実
際
上
明
代
の
律
学
の
著
作
の
中
で
は

｢(

援)

引

(

他)

律
比
附｣

と
し
て
い
る
。
律
学
の
実
用
性
を
考
慮
す
れ
ば
、
明
代
の
司
法
の
中
で
は
す
で
に
援
引
他
律
比
附
が
あ
っ
た
と
推
測
で
き
よ
う
。

(

�)

具
体
的
例
証
は
薛
允
升
の
、
条
例

｢

誣
告
致
使
祖
父
母
父
母
及
有
服
尊
長
卑
幼
屍
遭
蒸
検｣

に
対
す
る
例
文
の
上
下
間
に
見
え
る
。
前
掲
注

(

�)

、
清
・
薛
允
升

『

読
例
存
疑
重
刊
本』

冊
四
、
一
〇
〇
二
頁
。
こ
の
他
条
例

｢

被
脅
入
夥
叛
犯
聞
拿
投
首｣

(

前
掲
注

(

�)

、『

読
例
存

疑
重
刊
本』

冊
三
、
五
六
一
頁)

と

｢

被
�
従
賊
乗
間
来
帰｣

(

前
掲
注

(

�)

、『

読
例
存
疑
重
刊
本』

冊
二
、
一
〇
八
頁)

の
間
の
量
刑
の

問
題
で
な
さ
れ
る
批
判
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
例
は

『

読
例
存
疑
重
刊
本』

の
中
に
は
他
に
も
多
数
あ
る
。

(

�)

岡
田
朝
太
郎
談
、
熊
元
翰
編
輯

『

京
師
法
律
学
堂
筆
記』

の

｢

刑
法
総
則｣

、
清
・
宣
統
三
年

(

一
九
一
一)

初
版
、
民
国
三
年

(

一
九
一

四)

第
四
版
、
一
八
―
二
〇
頁
。

(

�)

前
掲
注

(

�)

、
岡
田
朝
太
郎
談
、
熊
元
翰
編
輯

『

京
師
法
律
学
堂
筆
記』

の

｢

刑
法
総
則｣

一
八
頁
。

(

�)
『

大
清
律
例』

｢

不
応
為｣

は
次
の
よ
う
に
定
め
る

｢

凡
不
応
得
為
而
為
之
者
、
笞
四
十
、
事
理
重
者
、
杖
八
十
。(

律
無
罪
名
、
所
犯
事
有

軽
重
、
各
量
情
而
坐
之
。)

沈
之
奇
の
こ
れ
に
対
す
る
注
解
は
次
の
通
り
で
あ
る
。｢

律
于
重
大
罪
犯
、
莫
不
詳
備
、
而
細
小
事
理
、
不
能
窮
尽

人
情
、
各
立
一
法
、
恐
因
律
無
正
条
而
附
会
臆
断
、
軽
則
縦
奸
、
重
則
傷
和
、
致
有
太
過
・
不
及
、
故
補
此
不
応
得
為
一
律
。
或
笞
、
或
杖
、

随
事
酌
定
、
不
得
妄
為
軽
重
、
此
律
意
也
。｣

清
・
沈
之
奇

『

大
清
律
輯
注』

(

下)

、
懐
効
鋒
・
李
俊
校
訂
、
北
京
、
法
律
出
版
社
、
二
〇
〇

〇
年
、
九
五
一
頁
。
実
践
の
中
に
お
い
て
も

｢

不
応
為｣

を
以
て
比
附
援
引
を
否
定
す
る
事
件
が
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
清
・
沈
家
本
編

『

刑

案
�
覧
三
編』

未
刊
稿
、
巻
四
十
三

(

下)
｢

刑
律
・
雑
犯
・
不
応
為｣

に
所
収
の

｢

儒
師
引
誘
学
徒
為
非｣

と

｢

知
人
�
拾
貂
皮
令
給
抵
欠

旋
即
畏
惧
退
還
嘱
令
自
首｣

で
あ
る
。

(

	)

前
掲
注

(

３)

、
清
・
沈
家
本

｢

明
律
目
箋
一
・
断
罪
無
正
条｣

、
一
八
一
六
―
一
八
一
七
頁
。
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犯
明
従
減
法
。
此
並

｢

挙
重
明
軽｣

之
類
。

其
応
入
罪
者
、
則
挙
軽
以
明
重
。

(

疏)

議
曰

案
盗
賊
律

｢

謀
殺
期
親
尊
長
、
皆
斬
。｣

無
已
殺
・
已
傷
之
文
、
如
有
殺
・
傷
者
挙
始
謀
是
軽
、
尚
得
死
罪
、
殺
及
謀
而
已
傷

是
重
、
明
従
皆
斬
之
坐
。
又
例
云

｢

殴
告
大
功
尊
長
・
小
功
尊
属
、
不
得
以
蔭
論
。｣

若
有
殴
告
期
親
尊
長
、
挙
大
功
是
軽
、
期
親
是
重
、
亦

不
得
用
蔭
。
是

｢

挙
軽
明
重｣

之
類
。

『

大
明
律』

(
洪
武
三
十
年)

懐
効
鋒
校
訂
、
北
京
、
法
律
出
版
社
、
一
九
九
九
年
、
二
三
頁
。

凡
律
令
該
載
不
尽
事
理
、
若
断
罪
而
無
正
条
者
、
引
律
比
附
。
応
加
応
減
、
定
擬
罪
名
、
転
達
刑
部
、
議
定
奏
聞
。
若
輒
断
決
、
致
罪
有
出

入
者
、
以
故
失
論
。

『

大
清
律
例』

(

乾
隆
五
年)

鄭
秦
・
田
濤
校
訂
、
北
京
、
法
律
出
版
社
、
一
九
九
九
年
、
一
二
七
―
一
二
八
頁
。(

以
下
文
中
括
弧
内
表
示

は
律
夾
注)

律

凡
律
令
該
載
不
尽
事
理
、
若
断
罪
而
無
正
条
者
、(

援)

引

(

他)

律
比
附
。
応
加
・
応
減
、
定
擬
罪
名
、(

申
該
上
司)

議
定
奏
聞
。

若
輒
断
決
、
致
罪
有
出
入
者
、
以
故
失
論
。

条
例

引
用
律
例
如
律
内
数
事
共
一
条
、
全
引
恐
有
不
合
者
、
許
其
止
引
所
犯
本
罪
。
若
一
条
止
断
一
事
、
不
得
任
意
刪
減
、
以
致
罪
有
出

入
、
其
律
例
無
可
引
用
援
引
別
条
比
附
者
、
刑
部
会
同
三
法
司
公
同
議
定
罪
名
、
于
疏
内
声
明

｢

律
無
正
条
、
今
比
照
某
律
・
某
例
科
断
、
或

比
照
某
律
・
某
例
加
一
等
・
減
一
等
科
断｣

詳
細
奏
明
、
恭
候
諭
旨
遵
行
。
若
律
例
本
有
正
条
、
承
審
官
任
意
刪
減
、
以
致
情
罪
不
符
、
乃
故

意
出
入
人
罪
、
不
行
引
用
正
条
、
比
照
別
条
、
以
致
可
軽
可
重
者
、
該
堂
官
査
出
即
将
該
承
審
之
司
員
指
名
題
参
、
書
吏
厳
拿
究
審
、
各
按
本

律
治
罪
。
其
応
会
三
法
司
定
擬
者
、
若
刑
部
引
例
不
確
、
許
院
・
寺
自
行
査
明
律
例
改
正
。
儻
院
・
寺
駁
改
猶
未
允
協
、
三
法
司
堂
官
会
同
妥

議
。
如
院
・
寺
扶
同
朦
混
、
或
草
率
疏
忽
、
別
経
発
覚
、
将
院
・
寺
官
員
一
並
交
部
議
処
。

(


)

前
掲
注

(

３)

清
・
沈
家
本

｢

明
律
目
箋
一
・
断
罪
無
正
条｣

、
一
八
一
三
―
一
八
一
四
頁
。

(

�)

清
・
沈
家
本

｢

新
刑
律
草
案
補
箋｣

、
前
掲
注

(

�)

黄
源
盛

｢

伝
統
中
国

『

罪
刑
法
定』

的
歴
史
発
展｣

、
一
八
頁
に
よ
る
。

(

)

前
掲
注

(

３)

清
・
沈
家
本

｢

明
律
目
箋
一
・
断
罪
無
正
条｣

、
一
八
一
六
頁
。

(

�)

参
照
、
葉
孝
信
主
編

『

中
国
法
制
史』

、
北
京
、
北
京
大
学
出
版
社
、
二
〇
〇
〇
年
、
二
〇
八
頁
。
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(

�)

前
掲
注

(

３)

、
清
・
沈
家
本

｢

明
律
目
箋
一
・
断
罪
無
正
条｣

、
一
八
一
五
頁
。

(

�)

筆
者
が
強
調
し
た
い
の
は
観
念
上
の
変
化
の
、
沈
家
本
の
立
場
の
変
化
に
対
す
る
決
定
的
な
作
用
で
あ
る
。
否
定
で
き
な
い
の
は
、
文
字
の

獄
の
惨
状
は
、
も
ち
ろ
ん
沈
家
本
の
変
化
に
対
し
て
重
大
な
影
響
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
し
か
し
角
度
を
変
え
れ
ば
、
文
字
の
獄
は

以
前
か
ら
存
在
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
沈
家
本
が
こ
の
時
に
な
っ
て

｢

比
附｣

と
関
連
づ
け
た
の
か
、
と
の
思
い
を
抱
か
せ
る
と

い
わ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
沈
家
本
は
罪
刑
法
定
の
正
当
性
を
論
証
す
る
た
め
に
、
比
附
援
引
を
否
定
し
、
そ
し
て

｢

新
語
を
賦
与
す
る
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事

件

の

種

類

審

級

死
刑
事
件

流
刑
事
件

徒
刑
事
件

笞
杖
刑
事
件

1

州
県

審
訊
／
審
判
意
見
を
擬

定
し
上
級
機
関
に
送
る

審
訊
／
審
判
意
見
を
擬

定
し
上
級
機
関
に
送
る

審
訊
／
審
判
意
見
を
擬

定
し
上
級
機
関
に
送
る

審
判

2

府

覆
審
／
も
し
異
議
が
な

け
れ
ば
上
級
機
関
に
送

る

覆
審
／
も
し
異
議
が
な

け
れ
ば
上
級
機
関
に
送

る

覆
審
／
も
し
異
議
が
な

け
れ
ば
上
級
機
関
に
送

る

3a

按
察
使
司

覆
審
／
も
し
異
議
が
な

け
れ
ば
督
撫
に
送
る

覆
審
／
も
し
異
議
が
な

け
れ
ば
督
撫
に
送
る

覆
審
／
も
し
異
議
が
な

け
れ
ば
督
撫
に
送
る

3b

総
督
或
い
は
巡
撫

批
示
／
も
し
異
議
が
な

け
れ
ば
刑
部
に
送
る

批
示
／
も
し
異
議
が
な

け
れ
ば
刑
部
に
送
る

批
示

4a

刑
部

(

書
面)

覆
審
／
も
し
異

議
が
な
け
れ
ば
三
法
司

会
審

判
決

4b

三
法
司

(

刑
部
、

大
理
寺
、
都
際
院)

会
審
／
も
し
異
議
が
な

け
れ
ば
皇
帝
に
送
る

5

皇
帝

批
示

(

�)

鄭
�
哲

｢

納
枠
第
三
帝
国
刑
法
上
類
推
適
用
之
研
究｣

、
台
北
、
台
湾
大
学
法
律
学
研
究
所
修
士
論
文
、
一
九
九
〇
年
、
一
三
一
―
一
六
二

頁
。
一
八
七
一
年

『

ド
イ
ツ
帝
国
刑
法
典』

第
二
条
は
次
の
よ
う
に
定
め
る
。｢

一
つ
の
行
為
は
犯
行
が
行
な
わ
れ
る
前
の
法
律
で
定
め
ら
れ

た
刑
罰
を
科
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
。
犯
行
が
行
な
わ
れ
る
前
か
ら
判
決
に
到
る
ま
で
の
各
種
の
法
律
は
、
最
も
軽
い
法
律
を
適
用
す
る
。｣

(

鄭

�
哲
論
文
、
六
九
頁)

(

�)

北
京
農
工
商
部
印
刷
科
鉛
印
、
光
緒
丁
未

(

一
九
〇
七)

五
月
組
版
印
刷
。

(

�)

前
掲
注

(
�)
、『

調
査
日
本
裁
判
監
獄
報
告
書』

一
―
二
頁
。

(

�)

清
・
沈
家
本

｢
調
査
日
本
裁
判
監
獄
情
形
摺｣

、
所
収
前
掲
注

(

�)
『

調
査
日
本
裁
判
監
獄
報
告
書』

。

(

�)

お
そ
ら
く
奏
摺
と
し
て
、
こ
れ
は
た
だ
朝
廷
に
見
せ
る
た
め
に
型
通
り
の
文
章
を
書
き
、
物
物
し
い
理
由
を
挙
げ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
だ

ろ
う
が
、
筆
者
か
ら
見
れ
ば
、
こ
の
理
由
も
ま
た
沈
家
本
の
確
信
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。

(

	)

李
貴
連

｢

沈
家
本
研
究
三
題｣
、
所
収
前
掲
注

(

３)

、
同
氏

『

近
代
中
国
法
制
與
法
学』

、
三
〇
〇
―
三
〇
三
頁
。
具
体
的
例
証
は
前
掲
注

(

１)

、
同
氏

『

沈
家
本
伝』

、
三
六
四
―
三
六
五
頁
に
見
え
る
。

(


)

前
掲
注

(

�)

、
清
・
沈
家
本

｢

調
査
日
本
裁
判
監
獄
情
形
摺｣

。
そ
の
他
の
三
つ
の
害
と
は
、
官
員
が
律
例
に
通
じ
て
お
ら
ず
、
胥
吏
・
幕

友
が
司
法
を
独
占
し
、
領
事
裁
判
権
の
撤
廃
に
害
と
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

(

�)

清
・
沈
家
本

｢

裁
判
訪
問
録
序｣

、『

寄
�
文
存』

巻
六
、
所
収
前
掲
注

(

３)

、
同
氏

『

歴
代
刑
法
考』

(『

寄
�
文
存』

合
冊)

冊
四
、
二

二
三
五
頁
。

(

)

い
わ
ゆ
る

｢

審
転｣

(

滋
賀
秀
三
教
授
は

｢

必
要
的
覆
審｣

と
称
し
て
い
る)

で
は
、
事
件
は
大
き
く

｢

戸
婚
田
土
細
故｣

と

｢

命
盗｣

の

二
つ
の
類
型
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
、
前
者
は
一
般
に
州
県
で
判
決
を
下
す
こ
と
が
で
き
る
が

(

但
し
絶
対
で
は
な
い)

、
後
者
は
再
審
査
の

た
め
に
上
級
機
関
に
送
ら
ね
ば
な
ら
ず
、
刑
部
に
ま
で
至
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
制
度
は
、
ほ
ぼ
刑
罰
権
限
の
区
分
に
よ
り
生
ま
れ
た

も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
前
者
の
刑
罰
は
一
般
に

｢

笞
杖｣

、
後
者
は
多
く
は

｢

徒
流
以
上｣

で
あ
る
か
ら
だ
。B

odde

とM
orris

の
一
覧
表

を
基
に

(

米
・
Ｄ

.

布
迪
、
Ｃ

.

莫
里
斯

『

中
華
帝
国
的
法
律』

、
朱
勇
訳
、
南
京
、
江
蘇
人
民
出
版
社
、
一
九
九
五
年
、
一
一
五
頁)

、
筆
者

の
こ
れ
ま
で
に
理
解
す
る
と
こ
ろ
を
ま
と
め
る
と
こ
の
一
連
の
流
れ
は
大
体
次
の
よ
う
に
な
る
。
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の
観
念
的
な
機
能
上
の
対
応
性
で
あ
る
。

(

�)

例
え
ば
同
じ
く
殺
人
罪
は
、『

大
清
新
刑
律』

第
二
九
九
条
が
次
の
よ
う
に
定
め
る
。｢

凡
殺
人
者
、
処
死
刑
、
無
期
徒
刑
或
一
等
有
期
徒
刑
。｣

前
掲
注

(

２)

、『

大
清
法
規
大
全』

、
二
〇
五
五
頁
、
立
法
モ
デ
ル
と
伝
統
の

『

大
清
律
例』

は
す
で
に
大
き
く
隔
っ
て
い
る
こ
と
が
見
て
と

れ
る
。
こ
の
条
文
は
民
国
初
期
の

『

暫
行
新
刑
律』

に
踏
襲
さ
れ
る
。
実
際
上
司
法
関
係
者
に
量
刑
上
の
か
な
り
大
き
な
裁
量
権
を
与
え
る
も

の
で
あ
っ
た
。

(

�)

こ
の
条
例
は

『

暫
行
新
刑
律』

の
命
盗
事
案
に
対
し
て
、
具
体
的
な
基
準
を
定
め
、
裁
判
官
が
裁
判
の
時
に
採
用
す
る
に
備
え
た
。
例
え
ば

第
二
条
は
次
の
よ
う
に
定
め
る
。｢

犯
刑
律
第
三
百
十
一
条
而
有
左
列
情
形
之
一
者
、
処
死
刑
。
一�
出
于
預
謀
者
、
二�
卑
幼
対
旁
系
尊
親
属
而

犯
者
、
三�
支
解
拆
割
或
以
其
他
残
忍
方
法
而
犯
者
、
四�
累
犯
本
条
之
罪
或
倶
発
者
、
五�
意
図
便
利
犯
他
罪
而
犯
者
、
六�
意
図
免
犯
罪
之
責
任
或

防
護
犯
罪
所
得
之
利
益
而
犯
者
。｣

、
司
法
部
編
印『

改
訂
司
法
例
規』

(

下)

、
京
師
第
一
監
獄
印
刷
、
一
九
二
二
年
、
一
〇
九
一
頁
に
見
え
る
。

こ
れ
は
実
際
上
は
司
法
実
践
の
経
験
を
も
っ
て
総
括
・
抽
象
化
・
立
法
化
し
た
も
の
で
、
伝
統
の
律
典
の
中
の

｢

条
例｣

と
ま
さ
に
効
果
は
同

じ
で
あ
る
。

参
考
文
献

一

史
料

清
・
沈
家
本

『

歴
代
刑
法
考』
(『

寄
�
文
存』

合
冊)

、
鄭
経
元
・
駢
宇
騫
校
訂
、
北
京
、
中
華
書
局
、
一
九
八
五
年

清
・
沈
家
本
編

『

刑
案
�
覧
三
編』

未
刊
稿

『

大
清
法
規
大
全』
(

法
律
部)

、
政
学
社
刊
行
、
台
北
、
宏
業
出
版
社
、
一
九
七
二
年

故
宮
博
物
院
明
清
�
案
部
編

『

清
末
籌
備
立
憲
�
案
史
料』

(

下)

、
所
収
、
沈
雲
龍
主
編

『

近
代
中
国
史
料
叢
刊
続
編
第
八
十
一
輯
、
台
北
、
文
海

出
版
社
影
印

岡
田
朝
太
郎
講
述
、
熊
元
翰
編
輯

『

京
師
法
律
学
堂
筆
記』

の

『

刑
法
総
則』

、
清
・
宣
統
三
年

(

一
九
一
一)

初
版
、
民
国
三
年

(

一
九
一
四)

第
四
版

『

修
正
刑
律
案
語』

、
修
訂
法
律
館
印
刷
、
鉛
印
本
、
北
京
大
学
図
書
館
蔵
書
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た
め
に
愁
い
を
強
調
し
た｣

の
で
あ
る
。

(
�)

こ
の
文
所
収
、
前
掲
注

(

３)

清
・
沈
家
本

『

歴
代
刑
法
考』

(『

寄
�
文
存』

合
冊)

、
冊
四
、
一
九
五
一
―
二
〇
一
九
頁
。

(
�)
沈
家
本
の
司
法
の
独
立
の
思
想
は
、
二
つ
の
段
階
に
分
け
ら
れ
る
と
考
え
る
学
者
も
お
り
、
第
一
段
階
は
部
院
の
争
い
の
前
後
に
主
張
す
る

と
こ
ろ
の
精
神
を
重
ん
じ
形
式
を
求
め
な
い
司
法
の
独
立
観
で
あ
り
、
第
二
段
階
は
法
院
編
制
法
の
領
布
の
後
の
、
司
法
の
独
立
の
注
目
の
焦

点
を
制
度
設
立
の
面
に
移
し
て
い
る
段
階
で
あ
る
。
具
体
的
に
論
ず
る
も
の
と
し
て
、
李
啓
成

｢

撤
廃
領
事
裁
判
権
與
倡
導
司
法
独
立｣

、
所

収
、
李
貴
連

『
沈
家
本
評
伝』

、
南
京
、
南
京
大
学
出
版
社
、
二
〇
〇
五
年
。

(

	)

例
え
ば
沈
家
本
は
文
字
の
獄
を
例
と
し
て
、
比
附
援
引
は

｢

舞
文
弄
法
、
何
所
不
可
、
尚
何
限
制
之
有
。｣

と
考
え
た
。
し
か
し
そ
の
よ
う

な
う
ま
く
法
の
間


を
縫
う

｢

奸
民
之
尤｣

に
対
し
て
は
、
彼
は
ま
た

｢

豈
区
区
比
附
即
能
制
其
死
命
哉
。｣

と
考
え
た
。
両
者
を
比
較
す
る

と
、
食
い
違
う
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
の
点
に
注
意
を
促
し
て
く
れ
た
こ
と
に
関
し
陶
安
氏
に
感
謝
し
た
い
。

(

�)

し
か
し
、
古
に
託
し
て
制
を
改
め
る
に
は
ま
た

｢

信
而
好
古｣

と
の
我
が
国
民
の
専
売
特
許
で
は
な
く
、
近
代
西
洋
の
啓
蒙
運
動
、
ロ
ー
マ

法
の
復
興
も
、
こ
の
色
合
い
が
濃
い
。

(

�)

こ
れ
ま
で
の
研
究
に
お
い
て
は
、
陳
張
富
美
氏
、
中
村
茂
夫
氏
が
す
で
に
比
附
が
よ
り
多
く
解
決
し
た
の
は
量
刑
の
問
題
で
あ
る
と
の
こ
と

に
目
を
向
け
て
お
り
、
中
村
教
授
は
比
附
と
類
推
の
区
別
に
対
し
て
優
れ
た
分
析
を
行
な
っ
て
い
る
。F

u-m
eiC
hang

C
hen,O

n
A
nalogy

in
C
h'ing

L
aw
,
H
arvard

Journal
of
A
siatic

Studies,
V
ol.
30,
1970.

中
村
茂
夫

｢

中
国
旧
律
に
お
け
る
比
附
の
機
能｣

、
掲
載

『

法
政
理
論』

一
巻
一
号
、
新
潟
大
学
法
学
会
、
一
九
六
八
年
、
後
に

｢

比
附
の
機
能｣

と
標
題
を
改
め
、
同
氏

『

清
代
刑
法
研
究』

(

東
京
大

学
出
版
会
、
一
九
七
三
年)

に
収
録
。
同
論
文
の
中
国
語
訳

｢

比
附
的
功
能｣

、
所
収
、
寺
田
浩
明
主
編

『

日
本
学
者
考
証
中
国
法
制
史
重
要

成
果
選
択
・
明
清
巻』

、
北
京
、
中
国
社
会
学
出
版
社
、
二
〇
〇
三
年
。
強
調
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
筆
者
の
比
附
と
類
推
の
区
別
の
論
述

に
関
し
て
は
上
述
の
二
人
の
学
者
の
基
礎
の
上
に
発
展
さ
せ
た
こ
と
で
あ
る
。
比
附
の
問
題
よ
り
出
て
く
る
次
の
問
題
は
、
何
が
伝
統
中
国
の

違
法
性
か
の
問
題
の
検
討
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
て
筆
者
は
別
に
論
ず
る
つ
も
り
で
あ
る
。
最
新
の
比
附
と
類
推
に
関
す
る
文
章
は
、
滋
賀
秀

三

｢

比
附
と
類
推｣

、『

東
洋
法
制
史
研
究
会
通
信』

第
一
五
号
、
二
〇
〇
六
年
八
月
二
一
日
、
に
掲
載
の
も
の
で
あ
る
。
滋
賀
教
授
は
比
附
と

類
推
の
区
別
を
以
下
の
よ
う
に
考
え
る
。
一
つ
に
は
比
附
は
条
文
解
釈
に
お
い
て
操
作
で
き
な
い
時
に
使
用
す
る
。
第
二
と
し
て
、
類
推
の

｢

類
似
性｣

は
法
適
用
の
対
象
と
生
成
事
物
相
互
間
の
観
念
的
な
機
能
上
の
対
応
性
で
あ
り
、
比
附
の

｢

類
似
性｣

は
犯
罪
構
成
要
件
相
互
間

論 説

(名城 '08) 57－4－168



の
名
の
よ
く
知
ら
れ
る
北
京
大
学
法
学
院
の
李
貴
連
先
生
の
指
導
を
受
け
、
二
〇
〇
五
年
に
博
士
学
位
を
取
得
し
て
い
る
。
清
華
大
学
法
学
院
は
名
城

大
学
法
学
部
と
交
流
協
定
を
結
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ま
で
陳
氏
を
含
め
三
名
の
若
手
研
究
者
が
本
学
招
聘
研
究
員
と
し
て
、
法
学
部
で
在
外
研

究
を
行
な
っ
て
い
る
。

こ
の
度
二
〇
〇
七
年
九
月
の
法
制
史
学
会
中
部
部
会
で
、
松
田
が
通
訳
を
担
当
し
陳
氏
が
行
な
っ
た
研
究
報
告
の
翻
訳
原
稿
を
、
法
学
会
の
御
好
意

に
よ
り
こ
こ
に
掲
載
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
陳
氏
の
研
究
報
告
は
、
中
国
の
伝
統
的
刑
罰
法
典
で
あ
る
律
の
根
本
的
性
質
か
ら
生
ま
れ
ざ
る
を
得
な
か
っ

た

｢

比
附｣

に
対
す
る
、
清
末
の
修
訂
法
律
大
臣
沈
家
本
の
思
考
の
変
化
を
扱
う
も
の
で
あ
る
。｢

比
附｣

は
、
西
欧
近
代
の
刑
法
思
想
の
立
場
か
ら

類
推
解
釈
と
の
関
係
で
問
題
視
さ
れ
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
が
、
陳
氏
は
沈
家
本
の
思
考
の
中
に
さ
ら
に
司
法
の
独
立
と
の
関
係
を
見
い
出
し

て
い
る
。
本
報
告
は
陳
氏
の
博
士
論
文

(

本
論
文
は

『

従
比
附
援
引
到
罪
刑
法
定

以
規
則
的
分
析
與
案
例
的
論
証
為
中
心』

と
し
て
、
北
京
大
学

出
版
社
よ
り
二
〇
〇
七
年
に
出
版)

の
内
容
の
一
部
で
も
あ
り
、
ま
た
伝
統
中
国
法
と
西
欧
近
代
法
の
衝
突
の
問
題
へ
の
陳
氏
の
こ
だ
わ
り
を
よ
く
示

す
も
の
で
も
あ
る
。

思
え
ば
名
城
大
学
へ
の
赴
任
間
も
な
い
一
九
九
五
年
の
十
月
に
、
日
本
滞
在
中
の
李
貴
連
先
生
に
名
城
大
学
法
学
部
で
の
講
演
を
お
願
い
し
て
以
来

(

講
演
内
容
は

『

名
城
法
学』

四
五
―
四
掲
載

｢

清
末
の
立
法
に
み
ら
れ
る
日
本
人
法
律
家
の
影
響｣)

、
十
年
以
上
の
歳
月
が
過
ぎ
、
今
回
は
こ
こ
に

陳
氏
の
報
告
を
掲
載
で
き
た
。
月
日
の
流
れ
の
早
さ
に
驚
く
と
と
も
に
、
日
本
と
中
国
の
間
で
の
法
制
史
の
研
究
交
流
が
確
実
に
進
ん
で
い
る
こ
と
を

喜
ば
し
く
思
う
も
の
で
あ
る
。

(

松
田)
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『

調
査
日
本
裁
判
監
獄
報
告
書』

、
北
京
農
工
商
部
印
刷
科
鉛
印
、
光
緒
丁
未

(

一
九
〇
七)

五
月
組
版
印
刷

『
資
政
院
会
議
速
記
録』

、
台
北
、
政
治
大
学
法
学
院
基
礎
法
学
セ
ン
タ
ー
蔵
書

『
唐
律
疏
議』

、
劉
俊
文
校
訂
、
北
京
、
法
律
出
版
社
、
一
九
九
九
年

『

大
明
律』

(
洪
武
三
十
年)

、
懐
効
鋒
校
訂
、
北
京
、
法
律
出
版
社
、
一
九
九
九
年

『

大
清
律
例』

(
乾
隆
五
年)

、
鄭
秦
・
田
濤
校
訂
、
北
京
、
法
律
出
版
社
、
一
九
九
九
年

清
・
薛
允
升
著
述
、
黄
静
嘉
編
校

『

読
例
存
疑
重
刊
本』

、
台
北
、
成
文
出
版
社
、
一
九
七
〇
年

二

専
門
書
、
論
文

李
貴
連

『

沈
家
本
伝』

、
北
京
、
法
律
出
版
社
、
二
〇
〇
〇
年

李
貴
連

『

近
代
中
国
法
制
與
法
学』
、
北
京
、
北
京
大
学
出
版
社
、
二
〇
〇
二
年

黄
源
盛

｢

伝
統
中
国

『

罪
刑
法
定』
的
歴
史
発
展｣

、
掲
載

『

東
海
法
学
研
究』

第
一
一
期
、
一
九
九
六
年
一
二
月

鄭
�
哲

『

納
粹
第
三
帝
国
刑
法
上
類
推
適
用
之
研
究』

、
台
北
、
台
湾
大
学
法
律
学
研
究
所
修
士
論
文
、
一
九
九
〇
年

周
少
元

『｢

欽
定
大
清
刑
律｣

研
究』

、
北
京
、
中
国
政
法
大
学
博
士
学
位
論
文
、
二
〇
〇
三
年

葉
孝
信
主
編

『

中
国
法
制
史』

、
北
京
、
北
京
大
学
出
版
社
、
二
〇
〇
〇
年

滋
賀
秀
三

｢

比
附
と
類
推｣

(『

東
洋
法
制
史
研
究
会
通
信』
第
一
五
号
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